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使用する用語
・地方自治体：都道府県・政令指定都市・中核市
・標準指導指針：有料老人ホーム設置運営標準指導指針（H30.4.3 改正・厚生労働省）
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・総務省行政評価：「有料老人ホームの運営に関する行政評価・監視結果」（平成 28 年 9 月・総務省）
・令和元年度調査：調査研究委員会が実施した地方自治体への調査結果
※本書に収載した各種資料は、令和元年12月1日時点のものが主となっている。



はじめに

有料老人ホームは、平成12年の介護保険制度施行を機に急速に増加し始め、平成30年には約

13,000か所まで拡大、さらに年間約1,000か所のペースで新規の届出が続いている。施設の増加

に伴い事業は多様化してきており、これに対し地方自治体が果たすべき行政指導上の役割も増大

している。

こうした状況を受け本協会では、厚生労働省より平成30年度および令和元年度に老人保健事

業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）を受け、都道府県等における有料老人ホームの指

導監督の実態を把握するとともに、指導監督業務における課題を整理することにより、入居者の

保護を図りつつ、有料老人ホームの特徴を生かした運営を可能にするために必要な指導監督のあ

り方を検討することとした。

事業の実施においては地方自治体の指導監督担当者で構成する委員会を設置し、全国の都道府

県・政令指定都市・中核市のご協力を得てアンケート調査を実施、また全国での意見交換会を実施

した上で検討を重ね、「有料老人ホーム指導監督の手引き」を策定した。

さらに、令和元年度において増補版を作成、虐待や事故への対応等に関する指導監督事例や改

善命令等の情報を増やし、虐待や事故への対応等について項目を設置するなどしたものである。

各自治体においては本手引きを指導監督業務の一助としてご活用いただき、事業者への適切な

指導監督の参考としていただきたい。

令和2年3月31日

公益社団法人　全国有料老人ホーム協会
理事長　中澤　俊勝

有料老人ホーム指導監督調査研究委員会
委員長　町田　昭隆

（東京都福祉保健局高齢社会対策部
   施設支援課 課長代理）
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1 有料老人ホーム事業と老人福祉法
（1） 有料老人ホーム事業の推移

有料老人ホームは、主たる設置者を民間事業者として、高齢者との契約に基づき必要な対価を得て、
生活支援や食事提供、介護等のサービスを提供する事業である。

その起源は、昭和28年に東京で開設された戦争未亡人のための民営ホームといわれている。その後、
昭和40年代以降に設置数が増加しはじめ、平成12年の介護保険制度施行を機にさらに数が増加した。
この介護保険制度での特定施設入居者生活介護制度の創設は、公費による収益の安定性を求める様々
な業種・業態の事業者の市場参入を生み出し、さらにホーム数の増加につながった。

その後、平成18年の三位一体改革法において、特定施設への総量規制が導入されその計画的な整備が
進められることとなった。

現在も住宅型ホームを中心に有料老人ホームは増加を続けており、設置届出数をみると介護保険制
度施行時には全国に約200ホームだったものが、毎年約1,000ホームの新規設置があり、平成29年には
約13,000ホームにまで増加している。定員数は約50万人で老人保健施設を超え、サービス付き高齢者
向け住宅と合わせると特別養護老人ホームを超えるなど、広く国民の信頼を得て高齢者向け住まいの
中核事業となった。

また、近年は事業形態も変化しており、例えばホームの土地・建物は当初自己所有が主流であったが、
現在では借地・借家が増加している。これにより、事業者は低額なイニシャルコストでの市場参入が可
能となっている。さらには国が進める医療介護のヘルスケアファンドを活用した事業も始まっている
など、事業者は時々の政策や規制に対応しながら事業上の創意工夫を行っている。
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◆資料2　高齢者向け住まい・施設の利用者数
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◆資料4　有料老人ホームの概要

◆資料3　高齢者向け住まいの概要
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◆資料5　老人福祉法（抄）（法律第133号（昭和38年7月11日施行文））
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有料老人ホームは、昭和38年の老人福祉法施行時から規定されており、その設置に当たっての手続き
は、制度創設当初は「事業開始後1月以内」と、事後届を求めるものであった。その後、平成2年の法改正
により「事前届」になり、今日まで至っている。

また、昭和40年代後半以降、バブル経済期、平成12年の介護保険制度施行等を契機に設置数が増加し
事業が多様化したが、これに伴って入居者の安心や安全を確保する観点から、今日まで諸種の法改正が
行われてきた。

特に平成29年改正では悪質な事業者の市場からの退出を求める「事業停止命令の創設」、消費者に対
する「情報開示」の強化、全てのホームに対する「前払金保全制度」の適用のための規定が設置されるな
ど、さらに入居者保護が進められることとなった。

（2） 根拠法令
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◆資料7　養介護施設従業者等による高齢者虐待の再発防止及び有料老人ホームに対する指導の
徹底等について（平成27年11月13日　厚生労働省老健局長通知）

20 
 

245 1

 
 

 

厚生労働省は、地方自治体（都道府県・政令指定都市・中核市）に対し、地方自治法第245条の4第1項に
基づく技術的な助言として、有料老人ホームの指導監督や自然災害、事件・事故等に関する通知のほか、
事務連絡を発出している。

ここでは、近年の主な通知等を参考として示す。

（3） 国の通知・事務連絡
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◆資料8　「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」
（平成29年3月21日　厚生労働省老健局高齢者支援課長通知）
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◆資料9　「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」
（平成30年4月2日　厚生労働省老健局長通知）
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◆資料10　社会福祉施設等における災害時に備えたライフライン等の点検について
（平成30年10月19日　厚生労働省老健局総務課事務連絡）
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2 指導根拠としての「有料老人ホーム設置運営指導指針」
有料老人ホーム設置運営指導指針（以下、「指導指針」という、）は昭和48年に厚生省（当時）が策定し、

機関委任事務として全国の都道府県がこれに基づく行政指導を行ってきた。その後、平成18年度、同24
年度の地方分権によって、有料老人ホームの指導監督行政は自治事務となり、都道府県、指定都市、中核
市に権限委譲された。これにより、現在は厚生労働省が作成する「標準指導指針」を参考にして各自治
体が地域性を踏まえ、独自に指導指針を策定することとなった。

指導指針の性格は、地方自治体が老人福祉法に基づき事業者の指導監督を行うための基準だが、事業
者にとっての事業基準がないため、実質的にホーム運営を行う上で遵守すべきルールとしての役割も
果たしている。

ただし、自治体や事業者の中には、指導指針が事業基準であるとの誤認も見られるため、誤認のない
ようにする必要がある。

◆資料11　法令と行政指導の関係について

37 
 

 

18 24

 

 

 
 

 
 
 

2　指導根拠としての「有料老人ホーム設置運営指導指針」 31



（1） 有料老人ホーム設置運営標準指導指針（厚生労働省）のポイント

厚生労働省の標準指導指針は、用語の定義から情報開示までの13項目で構成されている。
ここでは、項目ごとのポイント、また規定に基づく過去の指導監督事例を示すので参考にされたい。
なお、各自治体における特徴的な規定については巻末に収載する。

○全体構成
1 用語の定義　　2 基本的事項　　3 設置者　　4 立地条件　　5 規模及び構造設備
6 既存建築物等の活用の場合等の特例　　7 職員の配置、研修及び衛生管理
8 有料老人ホーム事業の運営　　9 サービス等　　10 事業収支計画　　11 利用料等
12 契約内容等　　13 情報開示

1 用語の定義
【ポイント】
◆ 住宅型ホームが独自に行う介護も「介護サービス」と呼称できるようになった。従来は「介護」と称するこ

とができなかったため、「生活支援サービス」等とされてきたもの。
規　　定 指導事例

　この指導指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各
号に定めるところによる。
一　有料老人ホーム 老人福祉法第29条第１項に規定する施設
二 　有料老人ホーム事業 老人を入居させ、次のイからニまでのいずれか

をする事業
イ　入浴、排せつ又は食事の介護
ロ　食事の提供
ハ　洗濯、掃除等の家事の供与
ニ　健康管理の供与
三 　サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律
（平成13年法律第26号）第５条第１項の登録を受けている高齢者向け
の賃貸住宅又は有料老人ホーム

四 　サービス付き高齢者向け住宅事業 高齢者の居住の安定確保に関する
法律第５条第１項の規定に基づき、高齢者を入居させ、状況把握サービ
ス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福
祉サービスを提供する事業として登録を受けている事業

五 　設置者 有料老人ホームの設置者（複数の事業者が協同して有料老人
ホーム事業を運営する場合の各事業者及び委託を受けた事業者を含
む。）

六 　管理者 職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に
行う立場にある者（有料老人ホームの施設長、サービス付き高齢者向け
住宅の責任者など、その呼称に関わらない）

七　特定施設入居者生活介護等 次のイ、ロ及びハに掲げるサービス
イ 　介護保険法（平成9年法律第123号）第8条第11項に規定する特定施

設入居者生活介護
ロ 　介護保険法第８条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活

介護
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ハ 　介護保険法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生
活介護

八 　介護サービスを提供する有料老人ホーム 次のイ及びロに掲げる有料
老人ホーム

イ　 特定施設入居者生活介護等を提供する有料老人ホーム
ロ 　設置者が、介護サービス（介護保険法第40条に規定する介護給付又は

同法第52条に規定する予防給付に係る介護サービス以外の介護サービ
ス）を提供する有料老人ホーム

2 基本的事項
【ポイント】
◆ 医療サービスや介護サービスについて、設置者には入居者の自己選択権を守る義務があり、不当に特定の

事業者とのこれらの契約を強制してはならない。
◆ 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の場合、有料老人ホームの設置届は任意であり、

また指導指針の一部を適用除外としている。
規　　定 指導事例

　有料老人ホームの事業を計画するに当たっては、次の事項に留意するこ
と。
⑴  有料老人ホーム経営の基本姿勢としては、入居者の福祉を重視すると

ともに、安定的かつ継続的な事業運営を確保していくことが求められ
ること。特に、介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、よ
り一層、入居者の個人としての尊厳を確保しつつ福祉の向上を図るこ
とが求められること。

⑵  老人福祉法の帳簿の作成及び保存、情報の開示、権利金等の受領の禁止
並びに前払金の保全措置及び返還に関する規定を遵守するとともに、
入居者等に対し、サービス内容等の情報を開示するなどにより施設運
営について理解を得るように努め、入居者等の信頼を確保することが
求められること。

⑶  本指針を満たすだけでなく、より高い水準の施設運営に向けて努力す
ることが期待されること。

⑷  特定施設入居者生活介護等の事業者の指定を受けた有料老人ホームに
あっては、本指針に規定することのほか、「指定居宅サービス等の事業
の人員、設備及び運営に関する基準」（平成11年厚生省令第37号）、「指
定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平
成18年厚生労働省令第34号）又は「指定介護予防サービス等の事業の
人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準」（平成18年厚生労働省令第
35号）のうち当該施設に該当する基準を遵守すること。

⑸  高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針（平成21年厚生労働
省・国土交通省告示第１号）の五の4「高齢者居宅生活支援サービスの提
供」を参考に、特定の事業者によるサービスを利用させるような入居契
約を締結することなどの方法により、入居者が希望する医療・介護サー
ビスを設置者が妨げてはならないこと。

⑹  都市計画法（昭和43年法律第100号）による開発許可又は建築許可申
請が必要な場合にあっては当該申請を行う前、開発許可対象外の場合

〇 老人福祉法上の届出がされていな
かったため、届出するよう指導した。
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にあっては建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく建築確認の
申請を行う前から、地元市町村及び都道府県と十分な事前協議を行う
こと。

⑺  建築確認後速やかに、有料老人ホームの設置を行う前に、都道府県知事
（地方自治法（平成22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市
（以下「指定都市」という。）及び同法第252条の22第１項の中核市（以
下「中核市」という。）においては、指定都市又は中核市の市長。以下同
じ。）に、老人福祉法第29条第１項の規定に基づく届出を行うこと。

⑻  都道府県知事への届出後（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受け
ている場合は、登録後）に入居募集を行うこと。

⑼  本指針に基づく指導を受けている場合は、本指針の遵守に向け計画的
に運営の改善を図ること。

⑽  サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものにあっては、３、
４、５、６及び10の規定は適用せず、高齢者の居住の安定確保に関する
法律第７条第１項に定める登録基準によること。

3 設置者
【ポイント】
◆ 事業の持続安定性の観点で、設置者に係る要件を規定している。特に、法人組織の健全性や介護経験者等

の関与がポイントとなる。
規　　定 指導事例

⑴  設置者は、老人福祉施設の場合と異なり、地方公共団体及び社会福祉法
人に限定されるものではないこと。

⑵  公益法人にあっては、有料老人ホーム事業を行うに当たって主務官庁
の承認を得ていること。

⑶  事業を確実に遂行できるような経営基盤が整っているとともに、社会
的信用の得られる経営主体であること。

⑷  個人経営でないこと。また少数の個人株主等による独断専行的な経営
が行われる可能性のある体制でないこと。

⑸ 他業を営んでいる場合には、その財務内容が適正であること。
⑹  役員等の中には、有料老人ホーム運営について知識、経験を有する者等

を参画させること。さらに、介護サービスを提供する有料老人ホーム
の場合は、役員等の中に高齢者の介護について知識、経験を有する者を
参画させるなど介護サービスが適切に提供される運営体制が確保され
ていること。

〇 設置届の段階で役員・施設長予定者
の略歴書を徴求したところ、介護等
の経験者が不在であったため、経験
者を参画させるよう指導した。

4 立地条件
【ポイント】
◆ 事業トレンドは、土地建物の自己所有から一棟借りへと変化しているが、借地や借家の場合でも、事業の

継続性に資する観点で、個人地主の場合の相続リスクや譲渡リスクに対応する条項を契約書に置くよう
求めている。

◆ 事業用定期借地・借家契約に基づく入居契約の場合は、事業の終了日を消費者に説明する必要がある。
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規　　定 指導事例
⑴  入居者が健康で安全な生活を維持できるよう、交通の利便性、地域の環

境、災害に対する安全性及び医療機関等との連携等を考慮して立地す
ること。特に、有料老人ホームは、入居者である高齢者が介護等のサー
ビスを受けながら長期間にわたり生活する場であることから、住宅地
から遠距離であったり、入居者が外出する際に不便が生じたりするよ
うな地域に立地することは好ましくないこと。

⑵  有料老人ホームの事業の用に供する土地及び建物については、有料老
人ホーム事業以外の目的による抵当権その他の有料老人ホームとして
の利用を制限するおそれのある権利が存しないことが登記簿謄本及び
必要に応じた現地調査等により確認できること。

⑶  借地による土地に有料老人ホームを設置する場合又は借家において有
料老人ホーム事業を実施する場合には、入居契約の契約期間中におけ
る入居者の居住の継続を確実なものとするため、契約関係について次
の要件を満たすこと。

一　借地の場合（土地の所有者と設置者による土地の賃貸借）
イ 　有料老人ホーム事業のための借地であること及び土地の所有者は有

料老人ホーム事業の継続について協力する旨を契約上明記すること。
ロ　建物の登記をするなど法律上の対抗要件を具備すること。
ハ 　入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、借地借家法
（平成３年法律第90号）第３条の規定に基づき、当初契約の借地契約の
期間は30年以上であることとし、自動更新条項が契約に入っているこ
と。

ニ　無断譲渡、無断転貸の禁止条項が契約に入っていること。
ホ 　設置者による増改築の禁止特約がないこと、又は、増改築について当

事者が協議し土地の所有者は特段の事情がない限り増改築につき承諾
を与える旨の条項が契約に入っていること。

へ　賃料改定の方法が長期にわたり定まっていること。
ト 　相続、譲渡等により土地の所有者が変更された場合であっても、契約

が新たな所有者に承継される旨の条項が契約に入っていること。
チ　借地人に著しく不利な契約条件が定められていないこと。
二　借家の場合（建物の所有者と設置者による建物の賃貸借）
イ 　有料老人ホーム事業のための借家であること及び建物の所有者は有

料老人ホーム事業の継続について協力する旨を契約上明記すること。
ロ 　入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、当初契約の契

約期間は20年以上であることとし、更新後の借家契約の期間（極端に短
期間でないこと）を定めた自動更新条項が契約に入っていること。

ハ　無断譲渡、無断転貸の禁止条項が契約に入っていること。
ニ　賃料改定の方法が長期にわたり定まっていること。
ホ 　相続、譲渡等により建物の所有者が変更された場合であっても、契約

が新たな所有者に承継される旨の条項が契約に入っていること。
へ 　建物の賃借人である設置者に著しく不利な契約条件が定められてい

ないこと。
ト 　入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、建物の優先買

取権が契約に定められていることが望ましいこと。
⑷  借地・借家等の契約関係が複数になる場合にあっては、土地信託方式、

生命保険会社による新借地方式及び実質的には二者間契約関係と同一

〇 借地借家による設置だが、借家契約
に自動更新条項や無断譲渡・転貸禁
止条項等が明記されていないため、
事業の継続性確保の観点で見直しを
指導した。

〇 建物の賃借人から設置者が転借して
いたが、契約を締結していなかった
ので、書面で契約するよう指導した。
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視できる契約関係であって当該契約関係が事業の安定に資する等やむ
を得ないと認められるものに限られること。

⑸  定期借地・借家契約による場合には、入居者との入居契約の契約期間が
当該借地・借家契約の契約期間を超えることがないようにするととも
に、入居契約に際して、その旨を十分に説明すること。なお、入居者と
の入居契約の契約期間の定めがない場合には、定期借地・借家契約では
なく、通常の借地・借家契約とすること。

5 規模及び構造設備
【ポイント】
◆一般居室の面積基準は、自治体によって異なる場合がある。
◆基本的に、夫婦等親族が入居する場合は、「個室」として取り扱う。
◆ 一時介護室は、介護保険制度の特定施設入居者生活介護では、居室で介護が可能な場合には設けないこと

ができるとされているため、これに沿った指導が行われている。
規　　定 ポイント／指導監督事例

⑴  建物は、入居者が快適な日常生活を営むのに適した規模及び構造設備
を有すること。

⑵  建物は、建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とするこ
と。

⑶  建物には、建築基準法、消防法（昭和23年法律第186号）等に定める避
難設備、消火設備、警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事
故・災害に対応するための設備を十分設けること。また、緊急通報装置
を設置する等により、入居者の急病等緊急時の対応を図ること。

⑷  建物の設計に当たっては、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」
（平成13年国土交通省告示第1301号）を踏まえて、入居者の身体機能
の低下や障害が生じた場合にも対応できるよう配慮すること。

⑸  建物の配置及び構造は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生について
十分考慮されたものであること。

⑹ 次の居室を設けること。
一　一般居室
二　介護居室
　設置者が自ら介護サービスを提供するための専用の居室であり、入居者
の状況等に応じて適切な数を確保すること。なお、一般居室で介護サービ
スが提供される場合又は有料老人ホームが自ら介護サービスを提供しな
い場合は介護居室を設置しなくてもよいこと。
三　一時介護室
　設置者が自ら一時的な介護サービスを提供するための居室であり、入居
者の状況等に応じて適切な数を確保すること。なお、一般居室又は介護居
室で一時的な介護サービスを提供することが可能である場合は一時介護
室を設置しなくてもよいこと。
⑺  次の設備について、居室内に設置しない場合は、全ての入居者が利用で

きるように適当な規模及び数を設けること。
一　浴室　　二　洗面設備　　三　便所
⑻  設置者が提供するサービス内容に応じ、次の共同利用の設備を設ける

こと。

〇 スプリンクラーや消防署へ自動連動した
火災報知設備が未設置のため指導した。

〇 避難口の前に障害物が置かれ、避難に支
障を来たす状況にあったため指導した。

〇 界壁により区分された居室でなく、
共用施設の一部をカーテンで仕切っ
た場所に入居させていたため、指導
した。

〇 親族関係にないものを個室としてい
たため、相部屋とするよう指導した。

〇 2人で同室に入居する場合、入居者の
一方が感染症に罹患するなどに備え、
一時介護室を活用するよう指導した。

〇 相談室に遮へい物がなく相談内容の
守秘について懸念されるため、指導
した。
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一　食堂　　二　医務室又は健康管理室　　三　看護・介護職員室
四 　機能訓練室（専用室を確保する場合に限らず、機能訓練を行うために

適当な広さの場所が確保できる場合を含む。）
五　談話室又は応接室　　六　洗濯室　　七　汚物処理室
八 　健康・生きがい施設（スポーツ、レクリエーション等のための施設、図

書室その他の施設）
九 　前各号に掲げるもののほか、事務室、宿直室その他の運営上必要な設

備
⑼ ⑹、⑺及び⑻に定める設備の基準は、次によること。
一　一般居室、介護居室及び一時介護室は次によること。
イ 　個室とすることとし、入居者1人当たりの床面積は13平方メートル

以上とすること。
ロ 　各個室は、建築基準法第30条の規定に基づく界壁により区分された

ものとすること。
二 　医務室を設置する場合には、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第

50号)第16条に規定する診療所の構造設備の基準に適合したものとす
ること。

三 　要介護者等が使用する浴室は、身体の不自由な者が使用するのに適し
たものとすること。

四 　要介護者等が使用する便所は、居室内又は居室のある階ごとに居室に
近接して設置することとし、緊急通報装置等を備えるとともに、身体の
不自由な者が使用するのに適したものとすること。

五 　介護居室のある区域の廊下は、入居者が車いす等で安全かつ円滑に移
動することが可能となるよう、次のイ又はロによること。

イ 　すべての介護居室が個室で、1室当たりの床面積が18平方メートル
（面積の算定方法はバルコニーの面積を除き、壁芯(へきしん)方法によ
る。）以上であって、かつ、居室内に便所及び洗面設備が設置されている
場合、廊下の幅は1.4メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は
1.8メートル以上とすること。

ロ 　上記以外の場合、廊下の幅は1.8メートル以上とすること。ただし、
中廊下の幅は2.7メートル以上とすること。

6 既存建築物等の活用の場合等の特例
【ポイント】
◆ 既存建築物を活用して開業する場合や、小規模なホームについて、建物や火災対応等の基準の一部を緩和

する規定である。
◆一部の地方自治体には、本規定に加え、職員配置等においても緩和規定を置くところがある。

規　　定 指導事例
⑴  既存の建築物を転用して開設される有料老人ホーム又は定員９人以下

の有料老人ホームについて、建物の構造上5⑼に定める基準を満たすこ
とが困難である場合においては、次のいずれかの基準を満たす場合、当
該基準に適合することを要しない。

一　次のイ、ロ及びハの基準を満たすもの。
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イ　すべての居室が個室であること。
ロ 　５⑼に定める基準を満たしていない事項について、重要事項説明書又

は管理規程に記入し、その内容を適切に入居者又は入居希望者に対して
説明すること。

ハ　次の①又は②のいずれかに適合するものであること。
① 代替の措置（入居者が車いす等で安全かつ円滑に移動することが可能と

なる廊下幅を確保できない場合において、入居者の希望に応じて職員が
廊下の移動を介助することなど）を講ずること等により、５⑼の基準を
満たした場合と同等の効果が得られると認められるものであること。

② 将来において５⑼に定める基準に適合させる改善計画を策定し、入居者
への説明を行っていること。

二 　建物の構造について、文書により適切に入居者又は入居希望者に対し
て説明しており、外部事業者によるサービスの受入や地域との交流活動
の実施などにより、事業運営の透明性が確保され、かつ、入居者に対する
サービスが適切に行われているなど、適切な運営体制が確保されている
ものとして都道府県知事が個別に認めたもの。

⑵  都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の
意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て
の有料老人ホームであって、火災に係る入居者の安全性が確保されて
いると認めたものについては、5⑵の規定にかかわらず、耐火建築物又
は準耐火建築物とすることを要しない。

一 　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使
用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置
等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 　非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備
されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 　避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の
確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に
実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避
難が可能なものであること。

⑶  高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律（平成
23年法律第74号。以下「改正法」という。）の施行（平成23年10月20
日）の際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する
法律第４条に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高
齢者専用賃貸住宅であった有料老人ホームについては、5⑵、⑶、⑹、⑺、
⑻及び⑼の基準を適用しない。ただし、建築基準法、消防法等に定める
避難設備、消火設備、警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事
故、災害に対応するための設備を十分に設けるとともに、緊急通報装置
を設置する等により、入居者の急病等緊急時の対応を図ること。

〇 多床室の居室について、将来の改善
計画を提出するよう指導した。
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7 職員の配置、研修及び衛生管理
【ポイント】
◆ 実施するサービスの内容に応じて職員を配置することとしているが、施設長、生活相談員については必置

としている地方自治体が多い。
◆住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に対し、夜勤者の配置を義務付ける自治体がある。
◆ 職員の衛生管理では特に、労働安全衛生法において、夜勤者には半年ごとの健康診断、厨房職員には検便

の実施が義務付けられている。
規　　定 指導事例

⑴ 職員の配置
一 　職員の配置については、入居者の数及び提供するサービス内容に応

じ、その呼称にかかわらず、次の職員を配置すること。
イ　管理者
ロ 　生活相談員（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行
規則（平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号）第11条第1号の規定
に基づく状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する職員）

ハ　栄養士
ニ　調理員
二 　介護サービスを提供する有料老人ホームの場合は、上記の他、提供す

る介護サービスの内容に応じ、次によること。
イ 　要介護者等を直接処遇する職員（介護職員及び看護職員をいう。以下
「直接処遇職員」という。）については、介護サービスの安定的な提供に支
障がない職員体制とすること。

ロ 　看護職員については、入居者の健康管理に必要な数を配置すること。
ただし、看護職員として看護師の確保が困難な場合には、准看護師を充
てることができる。

ハ 　機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する
ための訓練を行う能力を有する者を配置すること。

ニ 　管理者その他の介護サービスの責任者の地位にある者は、高齢者の介
護について知識、経験を有する者を配置すること。

三 　入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配
置すること。

⑵ 職員の研修
　職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を実施するこ
と。特に、生活相談員及び直接処遇職員については、高齢者の心身の特性、
実施するサービスのあり方及び内容、介護に関する知識及び技術、作業手
順等について研修を行うこと。
⑶ 職員の衛生管理
　職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握
のために、採用時及び採用後において定期的に健康診断を行うとともに、
就業中の衛生管理について十分な点検を行うこと。

〇 管理者（施設長）を配置していなかった。
〇 有料老人ホームの管理者が業務の状

況を把握していなかった。

〇 職員研修計画が立てられず、または職員研修を実
施していなかったので、計画的な実施を指導した。

〇 研修は実施しているが、記録を残していない、ま
た参加できなかった人にも回覧し閲覧の記録を
残すよう指導した。

〇 夜勤者に6か月ごとの健康診断を実
施していなかったため指導した。

〇 住宅型有料老人ホームで、併設する
通所介護事業所の介護職員と勤務時
間を区分していなかった。また、重
要事項説明書に通所介護の職員数を
そのまま記載していたので、区分の
明確化を指導した。
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8 有料老人ホーム事業の運営
【ポイント】
◆ 設置者と入居者が締結する入居契約に提供するサービスのすべてを規定すると、その後の変更等の際に

契約書を変更しなければならないことから、詳細事項については契約書と別に管理規程を作成する。
◆ 帳簿の保存期間は、法令では作成日から2年とされているが、地方自治体の条例等により5年等に延伸す

る場合などがある。
◆協力医療機関については具体的な協力内容を示す必要がある（後掲・協定書例）。
◆ 入居者には、医療施設や介護サービス事業所を自己選択する権利があるため、入居契約にこれらの受給契

約を一体的に行うことは適切でない。例えば医療機関が経済上の利益を受けることとは、ホーム内のテ
ナント料金を近傍同種の家賃よりも安価に設定することなどが含まれる。

◆運営懇談会は、ホームの運営内容を透明化する上で重要な機関となる（後掲・会則例）
規　　定 指導事例

⑴ 管理規程の制定
　入居者の定員、利用料、サービスの内容及びその費用負担、介護を行う場
合の基準、医療を要する場合の対応などを明示した管理規程を設けるこ
と。なお、上記内容を含み、入居者に対する説明事項を適切に提示してい
る資料であれば、その呼称にかかわらず、管理規程として扱って差し支え
ない。
⑵ 名簿の整備
　緊急時において迅速かつ適切に対応できるようにする観点から、入居者
及びその身元引受人等の氏名及び連絡先を記載した名簿を整備しておく
こと。
⑶ 帳簿の整備
　老人福祉法第29条第4項の規定を参考に、次の事項を記載した帳簿を
作成し、２年間保存すること。
イ　有料老人ホームの修繕及び改修の実施状況
ロ 　老人福祉法第29条第7項に規定する前払金、利用料その他の入居者

が負担する費用の受領の記録
ハ　入居者に供与した次のサービス（以下「提供サービス」という。）の内容
① 入浴、排せつ又は食事の介護
② 食事の提供
③ 洗濯、掃除等の家事の供与
④ 健康管理の供与
⑤ 安否確認又は状況把握サービス
⑥ 生活相談サービス
ニ 　緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態

様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
ホ　提供サービスに係る入居者及びその家族からの苦情の内容
ヘ 　提供サービスの供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況

及び事故に際して採った処置の内容
ト 　提供サービスの供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあっ

ては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状
況

チ　設備、職員、会計及び入居者の状況に関する事項

〇 管理規程を作成していない、特に入
居契約書で「別に定める」と規定して
いながら、内容が網羅されていない
ため指導した。

〇 管理規程に記載されている記録の保
存年限を、条例に基づく5年間に訂
正するよう指導した。

〇 費用の受領や支払い、サービス提供
記録、苦情の記録等が作成されてい
ないため指導した。

〇 個人情報が記載された書類が、施錠
できる場所に保管されていないため
指導した。

〇 サービス提供に関する日常的な記録
がなかったため指導した。

〇 身体拘束の同意書において、拘束実
施期間が終了していたが、家族の同
意を再度得ていなかったため指導し
た。
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⑷ 個人情報の取り扱い
　⑶の名簿及び⑷の帳簿における個人情報に関する取り扱いについては、
個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び同法に基づく

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイド
ライン（平成16年12月24日・厚生労働省）」を遵守すること。
⑸ 緊急時の対応
　事故・災害及び急病・負傷に迅速かつ適切に対応できるよう具体的な計
画を立てるとともに、避難等必要な訓練を定期的に行うこと。
⑹ 医療機関等との連携
イ 　入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、医療機関と協力す

る旨及びその協力内容を取り決めておくこと。
ロ 　あらかじめ、歯科医療機関と協力する旨及びその協力内容を取り決め

ておくよう努めること。
ハ 　協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容、協力医療機関及び

協力歯科医療機関の診療科目等について入居者に周知しておくこと。
ニ 　入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、協力医療機関

による医師の訪問や、嘱託医の確保などの支援を行うこと。
ホ 　入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協力医療

機関及び協力歯科医療機関は、あくまでも、入居者の選択肢として設置
者が提示するものであって、当該医療機関における診療に誘引するため
のものではない。

ヘ 　医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を受領す
ることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済
上の利益を受けることにより、入居者が当該医療機関において診療を受
けるように誘引してはならないこと。

⑺ 介護サービス事業所との関係
イ 　近隣に設置されている介護サービス事業所について、入居者に情報提

供すること。
ロ 　入居者の介護サービスの利用にあっては、設置者及び当該設置者と関

係のある事業者など特定の事業者からのサービス提供に限定又は誘導
しないこと。

ハ　入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないこと。
⑻ 運営懇談会の設置等
　有料老人ホーム事業の運営について、入居者の積極的な参加を促し、か
つ、外部の者等との連携により透明性を確保する観点から、運営懇談会を
設置し、その運営に当たっては、次の事項について配慮すること。ただし、
入居定員が少ないなどの理由により、運営懇談会の設置が困難なときは、
地域との定期的な交流が確保されていることや、入居者の家族との個別の
連絡体制が確保されていることなどの代替となる措置があり、かつ、当該
措置が運営懇談会の代替になるものとして入居者への説明を行っている
場合にあっては、この限りでない。
イ　運営懇談会は、管理者、職員及び入居者によって構成されること。
ロ 　運営懇談会の開催に当たっては、入居者（入居者のうちの要介護者等

についてはその身元引受人等）に周知し、必要に応じて参加できるよう
に配慮すること。

〇 利用者の同意を得ずに利用者の個人
情報をサービス担当者会議等で使用
していたため、指導した。

〇 職員、利用者の行動計画、避難場所、避
難方法など、災害種別ごとに具体的な
対応を明確にした行動マニュアルを
作成又は見直しするよう指導した。

〇 避難訓練が行われておらず、年2回
の実施でうち1回は夜間を想定した
訓練とするよう指導した。

〇 防火管理者が選任されていないため
指導した。

〇 協力医療機関を定めていないため指
導した。

〇 訪問診療契約や特定施設利用契約、
訪問介護契約などを、入居契約と一
体的に行っていたため指導した。

〇 運営懇談会に関する代替措置が認め
られる定員９名以下の施設で、代替
措置が実施されていなかったため指
導した。

〇 月額利用料についての収支報告を
行っていなかったため指導した。
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ハ 　有料老人ホーム事業の運営について外部からの点検が働くよう、職員
及び入居者以外の第三者的立場にある学識経験者、民生委員などを加え
るよう努めること。

ニ 　運営懇談会では、次に掲げる事項を定期的に報告し、説明するととも
に、入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努めること。

① 入居者の状況
② サービス提供の状況
③  管理費、食費その他の入居者が設置者に支払う金銭に関する収支等の

内容
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◆資料12　協力医療機関との協定書・作成例（全国有料老人ホーム協会）

　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙

　〇〇〇病院、( 又は、〇〇〇歯科医療機関 ) （診療科目〇、△、□） （以下 「甲」 という。） は〇〇〇 ( 設置者名 )

（以下 「乙」 という。） と、 乙が設置 ・ 運営する有料老人ホーム 「　　　　　　　　」　の入居者の健康相談 ・ 健康

診断 ・受診 ・治療その他医療全般に関し、 次の通り協定する。

１�． 甲は、 ホームの入居者が高齢であり何らかの慢性疾患を持っているケースが多いこと、 あるいは、 老化か

ら罹病しやすい状態や環境にあることに鑑み、 甲の有する○科及び△科において、 入居者の受診 ・ 治療に

協力する。

２�． 入居者が、 甲の診断の結果、 入院加療が必要とされる場合には、 乙は、 本人の同意を得て、 原則として

甲への入院を支援する ｡

３． 甲は、 入居者に対し、 年○回の人間ドックを実施する。

４． 甲は、 入居者に対し、 年○回○科医師による健康診断を行う。

５． 甲は、 乙のホームに、 毎月○日の健康相談日に○科医を派遣し、 乙の行う健康相談に協力する。

６． 本協定に定めのない事項・事態については、 甲、 乙双方は協議の上、 誠意を持って対処するものとする。

７． 乙は甲に対し、 甲の　　　　費として毎年　　円を支払うものとする。

８�． 本協定の有効期間は１年とし、 その後は期間満了の１か月前迄に双方からの特段の異議申し出の無い限

り自動更新されるものとする。

以上

＜作成上のポイント＞

１）�　協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容について協定書が必要です。 医療機関、 歯科医療機

関の名称 ・ 診療科目の他 ・ 協力の診療科目及び協力の具体的な内容の記載、 入居者が医療費等を負担

する場合はその旨の記載が必要です。

２）　医療機関等の名称 ・所在地の他交通の便を管理規程又は重要事項説明書に表示してください。

医療協力に関する協定書（作成例）
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◆資料13　運営懇談会規則・作成例（全国有料老人ホーム協会）

○○○○運営懇談会細則 （作成例）

１． 目的

　入居契約書第○条及び管理規程第○項に従って、 ホームの健全な運営と入居者の快適で心身ともに充実し

た生活を実現するために、必要な事項について意見を交換する場として「○○○○運営懇談会」（以下「懇談会」

といいます。） を設置します。

２． 懇談会の構成

(1)�　懇談会はホームを代表する職員（管理者、 △△△）及び入居者（※全員か代表者かを書き分け）により構

成されます。

(2)�　入居者のうちの要介護者等については、 その身元引受人等（成年後見制度に従って成年後見人等を含み

ます。）も、 構成メンバーとします。

(3)　法人の役員は必要に応じ出席し、 ホーム全体に関する事項について説明します。

(4)�　入居者とホームの双方の合意が成立した場合には、 第三者的立場にある学識経験者 ・民生委員などを構

成メンバーとします。

３． 懇談会の開催

(1)�　懇談会は、 原則として、 定例懇談会を月 1 回開催します。 但し、 定例懇談会のほか、 ホームと入居者の

双方が必要と認めた場合は、 臨時懇談会を随時開催するものとします。

(2)　懇談会は管理者の名において行います。

(3)　懇談会の進行はホーム側にて行います。

４． 議題

(1)�　ホームにおける入居者の入居期間分布状況、 入居 ・ 退去者数の状況、 要支援者 ・ 要介護者数の状況、

各種サービス提供の状況

(2)��　各年度における介護保険収支、 管理費 ・食費等サービス費用の収支状況、 ホーム本体の各会計年度の

決算内容、 前払金返還債務の保全状況

(3)　管理費 ・食費その他のサービス費用及び利用料の改定

(4)　管理規程、 細則等の諸規則の改定

(5)　入居者の意向の確認や意見交換

(6)　各各年度の夜勤者を含む職員数、 資格保有の状況、 看護 ・介護職員の配置体制等の勤務状況の説明等

(7)　その他特に必要と認められた事項

５． 通知方法等

(1)　懇談会開催通知は、 書面配布 ・館内掲示等により行います。

(2)　開催通知には、 開催日 ・議事内容 ・報告事項を記載します。

(3)　要支援者 ・要介護者の身元引受人等には、 原則として、 書面により連絡します。
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６． 議事録の作成と開示の方法

　懇談会の議事については、 開催の都度、 双方の発言の記録を作成し館内において閲覧に供するとともに、

全入居者及び身元引受人等に配布します。 議事録は２年間保存します。

７． 施行日

　この細則は、 ○○年○○月○○日から実施します。
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9 サービス等
【ポイント】
◆ 入居後の定期健康診断について、設置者はその機会を確保しなければならないが、受診するかどうかは入

居者の判断であり、その費用は入居者負担となる。
◆ 安否確認・状況把握は、近年の居室や浴室での死亡事例も踏まえつつ、入居者の意向やプライバシーに配

慮して行う必要がある。
◆ 金銭等の管理は入居者の心身状況に鑑みてやむを得ない場合に限られるものであり、小口現金の管理・報

告方法を定めて行わなければならない。職員が居室内で通帳や現金に触れることのないよう管理する必
要がある。

◆ 介護保険居宅サービス事業所を併設する住宅型ホームやサービス付き高齢者向け住宅の場合、施設と介
護保険事業所の職員の勤務時間を明確に区分しなければならない。重要事項説明書に記載する職員体制
表も同様である。

◆ 虐待防止、身体拘束等廃止への取り組みは、介護付ホーム以外の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向
け住宅にも適用されることに注意が必要である。

規　　定 指導事例
⑴  設置者は、入居者に対して、契約内容に基づき、次に掲げるサービス等

を自ら提供する場合にあっては、それぞれ、その心身の状況に応じた適
切なサービスを提供すること。

一　食事サービス
イ　高齢者に適した食事を提供すること。
ロ　栄養士による献立表を作成すること。
ハ 　食堂において食事をすることが困難であるなど、入居者の希望に応じ

て、居室において食事を提供するなど必要な配慮を行うこと。
二　生活相談・助言等
イ　入居時には、心身の健康状況等について調査を行うこと。
ロ 　入居後は入居者の各種の相談に応ずるとともに適切な助言等を行う

こと。
三　健康管理と治療への協力
イ 　入居時及び定期的に健康診断（歯科に係るものを含む。）の機会を設け

るなど、入居者の希望に応じて健康診断が受けられるよう支援するとと
もに、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のため
の適切な措置をとること。

ロ 　入居者の意向を確認した上で、入居者の希望に応じて、健康診断及び
健康保持のための措置の記録を適切に保存しておくこと。

ハ 　入居者が一時的疾病等のため日常生活に支障がある場合には介助等
日常生活の世話を行うこと。

ニ 　医療機関での治療が必要な場合には適切な治療が受けられるよう医
療機関への連絡、紹介、受診手続、通院介助等の協力を行うこと。

四　介護サービス
イ 　介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、契約に定める

ところにより、当該有料老人ホーム又はその提携有料老人ホーム（一定
限度以上の要介護状態になった場合に入居者が住み替えてそこで介護
サービスを行うことが入居契約書に明定されているものに限る。）にお
いて行うこととし、当該有料老人ホームが行うべき介護サービスを介護
老人保健施設、病院、診療所又は特別養護老人ホーム等に行わせてはな
らないこと。なお、この場合の介護サービスには、医療行為は含まれな

〇 服薬の管理手順が定められていな
い、また、誤薬事故が発生しているが
再発防止策が不十分であリ、指導し
た。

〇 医師の指示とは違う方法で服薬介助
をしていたため指導した。

〇 喀痰吸引や胃ろうの管理、インシュ
リン注射などを無資格者が実施して
いたので指導した。

〇 住宅型有料老人ホームへ介護保険課
と合同で立入検査を行った際、併設
する通所介護事業所とホームとで職
員の勤務時間を区分しておらず、運
営基準上の人員基準違反とした。
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　いものであること。
ロ 　契約内容に基づき、入居者を一般居室、一時介護室又は介護居室にお

いて入居者の自立を支援するという観点に立って処遇するとともに、常
時介護に対応できる職員の勤務体制をとること。

ハ 　介護記録を作成し、保管するとともに、主治医との連携を十分図るこ
と。

五　安否確認又は状況把握
　入居者の安否確認又は状況把握については、安全・安心の確保の観点の
みならず、プライバシーの確保について十分に考慮する必要があることか
ら、その方法等については、運営懇談会その他の機会を通じて入居者の意
向の確認、意見交換等を行い、できる限りそれを尊重したものとすること。
六　機能訓練
　介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、要介護者等の生活
の自立の支援を図る観点から、その身体的、精神的条件に応じた機能訓練
等を実施すること。
七　レクリエーション
　入居者の要望を考慮し、運動、娯楽等のレクリエーションを実施するこ
と。
八　身元引受人への連絡等
イ 　入居者の生活において必要な場合には、身元引受人等への連絡等所要

の措置をとるとともに、本人の意向に応じ、関連諸制度、諸施策の活用に
ついても迅速かつ適切な措置をとること。

ロ 　要介護者等については、入居者の生活及び健康の状況並びにサービス
の提供状況を身元引受人等へ定期的に報告すること。

九　金銭等管理
イ 　入居者の金銭、預金等の管理は入居者自身が行うことを原則とするこ

と。ただし、入居者本人が特に設置者に依頼した場合、又は入居者本人
が認知症等により十分な判断能力を有せず金銭等の適切な管理が行え
ないと認められる場合であって、身元引受人等の承諾を得たときには、
設置者において入居者の金銭等を管理することもやむを得ないこと。

ロ 　設置者が入居者の金銭等を管理する場合にあっては、依頼又は承諾を
書面で確認するとともに、金銭等の具体的な管理方法、本人又は身元引
受人等への定期的報告等を管理規程等で定めること。

十　家族との交流・外出の機会の確保
　常に入居者の家族との連携を図り、入居者とその家族との交流等の機会
を確保するよう努めるとともに、入居者の外出の機会を確保するよう努め
ること。
⑵  設置者は、⑴各号に掲げるサービス等の提供に係る入居者との契約を

締結する場合、その職員に対して、提供するサービス等の内容を十分に
周知徹底すること。

⑶  有料老人ホームの職員が、介護保険サービスその他の業務を兼ねる場
合にあっては、各職員について、それぞれが従事する業務の種別に応じ
た勤務状況を明確にする観点から、適切に勤務表の作成及び管理を行
うこと。

⑷  設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する
法律（平成17年法律第124号）に基づき、次の事項を実施すること。

〇 入居者の金銭管理をする場合、依頼
又は承諾を書面で確認していなかっ
たため指導した。

〇 入居者の金銭管理を行う場合に、管
理方法・報告方法等を定めた金銭管
理規程を作成しておらず、指導した。

〇 自己管理が可能な入居者にまで金銭
管理を実施していたので指導した。

〇 虐待防止に関する職員研修を実施し
ていないため、実施を指導した。
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イ 　同法第5条の規定に基づき、高齢者虐待を受けた入居者の保護のため
の施策に協力すること。

ロ 　同法第20条の規定に基づき、研修の実施、苦情の処理の体制の整備そ
の他の高齢者虐待の防止等のための措置を講ずること。

⑸  入居者に対するサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入
居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」
という。）を行ってはならないこと。

⑹  緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その
際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ
ばならないこと。

⑺  身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じなければ
ならない。

イ 　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回
以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に
周知徹底を図ること。

ロ　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
ハ 　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。

〇 身体拘束の適正化のための対策を検
討する委員会を3月に1回以上開催
していなかったため指導した。

〇 緊急の身体拘束を行う場合、3要件
への合致、及びホーム内の廃止委員
会での検討や家族等への連絡など実
施手続きが行われていなかったため
指導した。

10 事業収支計画
【ポイント】
◆ 設置計画時に策定した長期事業計画については、適正な資金残高の確保の観点から、一定の期間ごとに検

証し必要に応じて見直す必要がある。
◆ 介護保険制度では老計第８号により、各種介護保険サービス事業等ごとに会計区分することが義務付け

られている。
※「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて」（老計第8号／H12.3.10）

規　　定 指導事例
⑴ 市場調査等の実施
　構想段階における地域特性、需要動向等の市場分析や、計画が具体化し
た段階における市場調査等により、相当数の者の入居が見込まれること。
⑵ 資金の確保等
　初期総投資額の積算に当たっては、開設に際して必要となる次に掲げる
費用を詳細に検討し積み上げて算定し、必要な資金を適切な方法で調達す
ること。また、資金の調達に当たっては主たる取引金融機関等を確保して
おくこと。
一　調査関係費　　二　土地関係費　　三　建築関係費
四　募集関係費　　五　開業準備関係費　　六　公共負担金
七　租税公課　　八　期中金利　　九　予備費
⑶ 資金収支計画及び損益計画
　次の事項に留意し、長期の資金収支計画及び損益計画を策定すること。
一　長期安定的な経営が可能な計画であること。
二 　最低30年以上の長期的な計画を策定し、少なくとも３年ごとに見直

しを行うこと。
三 　借入金の返済に当たっては、資金計画上無理のない計画となっている
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　こと。
四　適切かつ実行可能な募集計画に基づいていること。
五 　長期推計に基づく入居時平均年齢、男女比、単身入居率、入退去率、入

居者数及び要介護者発生率を勘案すること。
六 　人件費、物件費等の変動や建物の修繕費等を適切に見込んでいるこ

と。
七 　前払金（入居時に老人福祉法第29条第7項に規定する前払金として

一括して受領する利用料）の償却年数は、入居者の終身にわたる居住が
平均的な余命等を勘案して想定される期間（以下「想定居住期間」とい
う。）とすること。

八　常に適正な資金残高があること。
⑷ 経理・会計の独立
　有料老人ホーム以外にも事業経営を行っている経営主体については、当
該有料老人ホームについての経理・会計を明確に区分し、他の事業に流用
しないこと。
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◆資料14　長期事業収支計画・作成例（全国有料老人ホーム協会）

①長期資金収支計画書
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②長期損益計画書
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11 利用料等
【ポイント】
◆ 家賃を設定する際は事業費や賃借料等を勘案するが、入居者の要介護度をもって家賃の額を変動させる

ことは不適切であり、借地借家法の家賃設定の考え方に合わせる必要がある。
◆ 前払金の設定を行う場合は、その想定居住期間等の設定において、平成24年3月16日付厚生労働省事務

連絡に従った計算を行う必要がある。（全国有料老人ホーム協会HPに設置者の設定を検証するための試算
プログラムがあり、自治体での利用も可能）

◆ 前払金を受領する設置者は、厚生労働省告示に基づき保全措置を講じなければならず、その実効性も確認
しなければならない。

規　　定 指導事例
⑴  有料老人ホームは、契約に基づき入居者の負担により賄われるもので

あり、その支払方法については、月払い方式、前払い方式又はこれらを
組み合わせた方式等多様な方法が考えられるが、いずれの場合にあっ
ても、設置者が次に掲げる費用を受領する場合の取扱いについては、そ
れぞれ次によること。

一 　家賃（賃貸借契約以外の契約で受領する利用料のうち、部屋代に係る
部分を含む。）
当該有料老人ホームの整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相

当する額等を基礎として合理的に算定したものとし、近傍同種の住宅の家
賃から算定される額を大幅に上回るものでないこと。
二　敷金
　敷金を受領する場合には、その額は６か月分を超えないこととし、退去
時に居室の原状回復費用を除き全額返還すること。なお、原状回復の費用
負担については、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（再改訂版）」

（平成23年8月国土交通省住宅局）を参考にすること。
三 　介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価（以下「サービス

費用」という。）
イ 　入居者に対するサービスに必要な費用の額（食費、介護費用その他の

運営費等）を基礎とする適切な額とすること。
ロ 　多額の前払金を払えば毎月の支払は一切なく生涯生活を保証すると

いう終身保証契約は、その後において入居者の心身の状況や物価、生活
費等の経済情勢が著しく変化することがあり得るので、原則として好ま
しくないこと。

ハ 　設置者が、サービスを提供した都度個々にそのサービス費用を受領す
る場合については、提供するサービスの内容に応じて人件費、材料費等
を勘案した適切な額とすること。

ニ 　介護付有料老人ホームにおいて、手厚い職員体制又は個別的な選択に
よる介護サービスとして介護保険外に別途費用を受領できる場合は、

「特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介
護サービス費用について」（平成12年3月30日付け老企第52号厚生省
老人保健福祉局長企画課長通知）の規定によるものに限られていること
に留意すること。

⑵  前払い方式（終身にわたって受領すべき家賃又はサービス費用の全部
又は一部を前払金として一括して受領する方式）によって入居者が支
払を行う場合にあっては、次の各号に掲げる基準によること。

一　受領する前払金が、受領が禁止されている権利金等に該当しないこと

〇 「〇〇費」を受領しているが、入居契
約書等に規定がないため指導した。

〇 自治体に届け出た料金と異なる料金
で契約していたため指導した。

〇 前払金の保全について、保全機関と
の間で基本契約は行っていたが、個
別入居者についての保全手続きを
行っていなかったため指導した。
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　 を入居契約書等に明示し、入居契約に際し、入居者に対して十分に説明
すること。

二 　老人福祉法第29条第7項の規定に基づき、前払金の算定根拠を書面
で明示するとともに、前払金に係る銀行の債務の保証等の「厚生労働大
臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」（平成18年厚
生労働省告示第266号）に規定する必要な保全措置を講じなければな
らないこと。なお、平成18年3月31日までに届け出がされた有料老人
ホームについては、平成30年4月1日から3年間は保全措置の法的義務
付けの経過期間となっているが、前払金の算定根拠を書面で明示すると
ともに、適切な保全措置を講じるよう努めること。

三 　前払金の算定根拠については、想定居住期間を設定した上で、次のい
ずれかにより算定することを基本とすること。

①期間の定めがある契約の場合
（1ヶ月分の家賃又はサービス費用）×（契約期間（月数））

②終身にわたる契約の場合
（1ヶ月分の家賃又はサービス費用）×（想定居住期間（月数））＋（想定居
住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額）

四 　サービス費用の前払金の額の算出については、想定居住期間、開設後
の経過年数に応じた要介護発生率、介護必要期間、職員配置等を勘案し
た合理的な積算方法によるものとすること。ただし、サービス費用のう
ち介費用に相当する分について、介護保険の利用者負担分を、設置者が
前払金により受け取ることは、利用者負担分が不明確となるので不適当
であること。

五 　前払金の算定根拠とした想定居住期間を超えて契約が継続する場合
に備えて受領する額については、具体的な根拠により算出された額とす
ること。

六 　老人福祉法第29条第8項の規定に基づき、前払金を受領する場合に
あっては、前払金の全部又は一部を返還する旨の契約を締結することに
なっていることから、その返還額については、入居契約書等に明示し、入
居契約に際し、入居者に対して十分に説明するとともに、前払金の返還
を確実に行うこと。

七 　入居契約において、入居者の契約解除の申し出から実際の契約解除ま
での期間として予告期間等を設定し、老人福祉法施行規則（昭和38年厚
生省令第28号）第21条第1項第1号に規定する前払金の返還債務が義
務づけられる期間を事実上短縮することによって、入居者の利益を不当
に害してはならないこと。

八 　着工時において、相当数の者の入居が見込まれない場合については、
十分な入居者を確保し安定的な経営が見込まれるまでの間については、
前払金の返還金債務について銀行保証等が付されていること。

〇 短期解約の場合に、老人福祉法施行
規則の規定に反し、入居者が解約す
る場合に予告期間を設定したので指
導した。
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12 契約内容等
【ポイント】
◆ 入居契約に必要事項を規定した上で、高齢の消費者の取引であることから、十分に検討の時間を確保する

必要がある。
◆広告表示物の作成に関し、設置者に景品表示法指定告示の遵守を求める必要がある。
◆ 居室の住み替えについて、入居契約が賃貸借契約の場合にはないが、利用契約の場合に実施する設置者が

あり、その場合でも設置者が恣意的に住み替えさせないよう、入居契約に双方合意の規定が置かれている
かを確認する必要がある。

◆指導指針の規定外事項であっても、消費者契約法に違反する場合には当然に指導の対象となる。
◆ 重要事項説明書は、入居契約や管理規程の要旨を示すものであって、重要事項説明書だけに規定される事

項はないことに注意が必要である。
規　　定 指導事例

⑴ 契約締結に関する手続等
一 　契約に際して、契約手続、利用料等の支払方法などについて事前に十

分説明すること。特定施設入居者生活介護等の指定を受けた設置者に
あっては、入居契約時には特定施設入居者生活介護の提供に関する契約
を締結しない場合であっても、入居契約時に、当該契約の内容について
十分説明すること。

二 　前払金の内金は、前払金の20％以内とし、残金は引渡し日前の合理的
な期日以降に徴収すること。

三 　入居開始可能日前の契約解除の場合については、既受領金の全額を返
還すること。

⑵ 契約内容
一 　入居契約書において、有料老人ホームの類型（サービス付き高齢者向

け住宅の登録を受けていないものに限る。）、サービス付き高齢者向け住
宅の登録を受けている場合は、その旨、利用料等の費用負担の額及びこ
れによって提供されるサービス等の内容、入居開始可能日、身元引受人
の権利・義務、契約当事者の追加、契約解除の要件及びその場合の対応、
前払金の返還金の有無、返還金の算定方式及びその支払時期等が明示さ
れていること。

二 　介護サービスを提供する場合にあっては、心身の状態等に応じて介護
サービスが提供される場所、介護サービスの内容、頻度及び費用負担等
を入居契約書又は管理規程上明確にしておくこと。

三 　利用料等の改定のルールを入居契約書又は管理規程上明らかにして
おくとともに、利用料等の改定に当たっては、その根拠を入居者に明確
にすること。

四 　入居契約書に定める設置者の契約解除の条件は、信頼関係を著しく害
する場合に限るなど入居者の権利を不当に狭めるものとなっていない
こと。また、入居者、設置者双方の契約解除条項を入居契約書上定めて
おくこと。

五 　要介護状態になった入居者を一時介護室において処遇する場合には、
医師の意見を聴いて行うものとし、その際本人の意思を確認するととも
に、身元引受人等の意見を聴くことを入居契約書又は管理規程上明らか
にしておくこと。

六 　一定の要介護状態になった入居者が、一般居室から介護居室若しくは
提携ホームに住み替える契約の場合、入居者が一定の要介護状態になっ

〇 利用料を改定する場合は、そのつど
運営懇談会を開催してその内容を説
明し、利用者等からの意見を聴くよ
う指導した。

〇 居室の住み替えルールが入居契約書
に規定されていないため指導した。
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　 たことを理由として契約を解除する契約の場合、又は、介護居室の入居
者の心身の状況に著しい変化があり介護居室を変更する契約の場合に
あっては、次の手続を含む一連の手続を入居契約書又は管理規程上明ら
かにしておくこと。また、一般居室から介護居室若しくは提携ホームに
住み替える場合の家賃相当額の差額が発生した場合の取扱いについて
も考慮すること。

イ　医師の意見を聴くこと。
ロ　本人又は身元引受人等の同意を得ること。
ハ　一定の観察期間を設けること。
⑶ 消費者契約の留意点
　消費者契約法（平成12年法律第61号）第二節（消費者契約の条項の無
効）の規定により、事業者の損害賠償の責任を免除する条項、消費者が支払
う損害賠償の額を予定する条項及び消費者の利益を一方的に害する条項
については無効となる場合があることから、入居契約書の作成において
は、十分に留意すること。
⑷ 重要事項の説明等
　老人福祉法第29条第5項の規定に基づく情報の開示において、老人福
祉法施行規則第20条の5第14号に規定する入居契約に関する重要な事
項の説明については、次の各号に掲げる基準によること。
一 　入居契約に関する重要な事項を説明するため、別紙様式に基づき「重

要事項説明書」（以下「重要事項説明書」という。）を作成するものとし、入
居者に誤解を与えることがないよう必要な事項を実態に即して正確に
記載すること。なお、同様式の別添１「事業者が運営する介護サービス
事業一覧表」及び別添2「入居者の個別選択によるサービス一覧表」は、
重要事項説明書の一部をなすものであることから、重要事項説明書に必
ず添付すること。

二 　重要事項説明書は、老人福祉法第29条第5項の規定により、入居相談
があったときに交付するほか、求めに応じ交付すること。

三 　入居希望者が、次に掲げる事項その他の契約内容について十分理解し
た上で契約を締結できるよう、契約締結前に十分な時間的余裕をもって
重要事項説明書及び実際の入居契約の対象となる居室に係る個別の入
居契約書について説明を行うこととし、その際には説明を行った者及び
説明を受けた者の署名を行うこと。

イ　設置者の概要
ロ 　有料老人ホームの類型（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けて

いないものに限る。）
ハ　サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合、その旨
ニ 　有料老人ホームの設置者又は当該設置者に関係する事業者が、当該有

料老人ホームの入居者に提供することが想定される介護保険サービス
の種類

ホ　入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨
四 　有料老人ホームの設置時に老人福祉法第29条第1項に規定する届出

を行っていない場合や、本指針に基づく指導を受けている場合は、重要
事項説明書にその旨を記載するとともに、入居契約に際し、入居希望者
に対して十分に説明すること。

⑸ 体験入居

〇 事前の説明や同意がなく、突然に費
用を値上げしたため指導した。

〇 契約締結時、重要事項説明書につい
て十分な説明が行われず、また署名
がされていなかったため指導した。

〇 職員体制表について記入漏れや追加
訂正が必要な個所があり、また実態
に即した内容を記入するよう指導し
た。

〇 運営規程と異なる重要事項説明書に
より利用者に説明をしているため指
導した。
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　既に開設されている有料老人ホームにおいては、体験入居を希望する入
居希望者に対して、契約締結前に体験入居の機会の確保を図ること。
⑹ 入居者募集等
一 　入居募集に当たっては、パンフレット、募集広告等において、有料老人

ホームの類型（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていないもの
に限る。）、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、そ
の旨及び特定施設入居者生活介護等の種類を明示すること。

二 　誇大広告等により、入居者に不当に期待を抱かせたり、それによって
損害を与えたりするようなことがないよう、実態と乖離のない正確な表
示をするとともに、「有料老人ホーム等に関する不当な表示」（平成16年
公正取引委員会告示第3号。以下「不当表示告示」という。）を遵守する
こと。特に、介護が必要となった場合の介護を行う場所、介護に要する
費用の負担、介護を行う場所が入居している居室でない場合の当該居室
の利用権の存否等については、入居者に誤解を与えるような表示をしな
いこと。

⑺ 苦情解決の方法
　入居者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、設置者において苦
情処理体制を整備するとともに、外部の苦情処理機関について入居者に周
知すること。
⑻ 事故発生の防止の対応
　有料老人ホームにおける事故の発生又はその再発を防止するため、次の
措置を講じること。
一 　事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載され

た事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 　事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合

に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知
徹底を図る体制を整備すること。

三 　事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行
うこと。

⑼ 事故発生時の対応
　有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講
じること。
一 　入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やか

に都道府県、指定都市又は中核市及び入居者の家族等に連絡を行うとと
もに、必要な措置を講じること。

二 　前号の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するこ
と。

三 　入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場
合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。

〇 苦情の窓口・高齢者虐待の通報窓口
を、居住スペース内の見やすい場所
に掲示するよう指導した。

〇 苦情処理責任者や処理体制が未整備
で、苦情対応窓口の周知もないため
指導した。

〇 事故の記録は作成されていたが、原
因の分析、再発防止策に関する記載
が不十分であったため指導した。
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◆資料15　入居契約書チェックリスト（全国有料老人ホーム協会）
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13 情報開示
【ポイント】
◆ホームの運営情報については、内容によって閲覧や交付など取り扱いが異なる。
◆入居契約書、重要事項説明書、パンフレット等において、料金の整合性が図られているかの確認が必要。

規　　定 指導事例
⑴ 有料老人ホームの運営に関する情報
　設置者は、老人福祉法第29条第5項の情報開示の規定を遵守し、入居者
又は入居しようとする者に対して、重要事項説明書を書面により交付する
とともに、パンフレット、重要事項説明書、入居契約書（特定施設入居者生
活介護等の提供に関する契約書を含む。）、管理規程等を公開するものと
し、求めに応じ交付すること。
⑵ 前払金を受領する有料老人ホームに関する情報
　前払金を受領する有料老人ホームにあっては、次の事項に留意するこ
と。
イ 　前払金が将来の家賃、サービス費用に充てられるものであることか

ら、貸借対照表及び損益計算書又はそれらの要旨についても、入居者及
び入居希望者の求めに応じ閲覧に供すること。

ロ 　有料老人ホームの経営状況・将来見通しに関する入居者等の理解に資
する観点から、事業収支計画についても閲覧に供するよう努めるととも
に、貸借対照表等の財務諸表について、入居者等の求めがあればそれら
の写しを交付するよう配慮すること。

⑶ 有料老人ホーム情報の報告
　設置者は、老人福法第29条第9項の規定に基づき、有料老人ホーム情報
を都道府県知事に対して報告すること。
⑷ 有料老人ホーム類型の表示
　サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていない有料老人ホームの
設置者は、有料老人ホームの類型を、別表「有料老人ホームの類型」のとお
り分類し、パンフレット、新聞等において広告を行う際には、施設名と併
せて表示することとし、同別表中の表示事項についても類型に併記するこ
と。ただし、表示事項については、同別表の区分により難いと特に認めら
れる場合には、同別表の区分によらないことができること。
⑸ 介護の職員体制に関する情報
　有料老人ホームの類型の表示を行う場合、介護に関わる職員体制につい
て「1.5：1以上」、「2：1以上」又は「2.5：1以上」の表示を行おうとする有料
老人ホームにあっては、介護に関わる職員の割合を年度ごとに算定し、表
示と実態の乖離がないか自ら検証するとともに、入居者等に対して算定方
法及び算定結果について説明すること。

〇 パンフレット等に記載された金額が
実態と異なっているため指導した。
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◆資料16　老人福祉法に基づく情報開示関係（厚生労働省）
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（2） 類型・表示事項

有料老人ホームの類型・表示事項は指導指針の【別添】とされており、多くの自治体では厚生労働省の
標準に合わせて作成している。ただし東京都などでは、類型は修正せず表示事項の詳細部分について
独自に規定している。

類型・表示事項は、事業者が広告表示を行う際、ホーム名を表示する場合に近接表示することが義務
付けられている。
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（3） 重要事項説明書

事業者はホームの入居契約書と管理規程等に基づき重要事項説明書を作成し、消費者の希望があれ
ば交付しなければならない。また、その内容は景品表示法の有利誤認や優良誤認がないようにするほ
か、指定告示の遵守が義務付けられている。

ここでは、厚生労働省の標準様式に従った全国有料老人ホーム協会の記入例を示すので、内容を確認
する際の参考とされたい。
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◆資料17　重要事項説明書記入例（全国有料老人ホーム協会）
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3 指導監督業務について
（1） 設置届について

「届出」とは、「行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為（申請に該当するものを除く。）であって、
法令により直接に当該通知が義務付けられているもの（自己の期待する一定の法律上の効果を発生さ
せるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。）」をいう（行政手続法第2条第7号）。有
料老人ホームの場合も事業者の届出に対し自治体に諾否の判断を行う権限はなく、事業者が届出の通
知をすれば手続きとしては完結する。

老人福祉法第29条第1項では、老人を入所させ、何らかのサービス提供を行う（または予定する）もの
は有料老人ホームであり、有料老人ホームは行政へ届け出しなければならない、と定義づけている。し
かし、一部の事業者には指導指針への不適合などを理由として、届出を行わないものが存在する。

厚生労働省が平成31年3月に公表した「第10回　有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォ
ローアップ調査」結果では、全国に899件（前年度1,049件）の未届有料老人ホームがあるとされており、
入居者保護の観点でもこれらの届出が喫緊の課題となっている。

各自治体においては、有料老人ホームの判断基準や未届有料老人ホームの届出について、設置者や関
係機関に周知を徹底する必要がある。

また、多くの自治体では、届出手続きの前に「事前協義」という準備手続きを置き、ここで提出書類の
修正を求めるなどしているのが実態である。

さらに、自治体によっては届出の手続き等について、条例で「老人福巣法施行細則」を定めるなどして
いる。

届出事務に関連して、老人福祉法第31条の4では、全国有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する
協力として、法第29条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第9項の規定による報告の徴収に
ついて、全国有料老人ホーム協会に協力させることができる、としており、事務手続き上で必要があれ
ば、適宜活用されたい。

2　指導上の留意点　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H30.4 厚生労働省・標準指導指針
（1）有料老人ホームの定義の周知

老人福祉法（昭和38年法律第133号）第29条第1項において、有料老人ホームとは、①老人を
入居させ（以下「入居サービス」という。）、②当該老人に対して「入浴、排せつ又は食事の介護」、

「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービス（以下「介護等
サービス」という。）を供与する施設として定義されている。

従って、同項の規定に基づく「届出」の有無にかかわらず、入居サービス及び介護等サービスの
実施が認められるものは、すべて有料老人ホームに該当するものとして取り扱うこととなる。

また、「届出」とは、一定の基準に該当するかどうかを判断した上で実施する「認可」や「指定」と
は異なるものであるため、入居サービス及び介護等サービスの実態が認められるものについて
事業者から届出があった場合に、都道府県等において受理を拒否することの裁量の余地はない。

（中　略）
以上の内容を事業者に対して周知し、必要に応じて届出を求めることをお願いしたい。
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◆資料18　老人福祉法施行規則上の届出書類

（法第二十九条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項）

第二十条の五　法第二十九条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、 次のとおりとする。

一　建物の規模及び構造並びに設備の概要

二　建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号） 第六条第一項の確認を受けたことを証する書類

三　設置しようとする者の直近の事業年度の決算書

四　施設の運営の方針

五　入居定員及び居室数

六　市場調査等による入居者の見込み

七　職員の配置の計画

八�　法第二十九条第七項に規定する前払金 （以下 「一時金」 という。）、 利用料その他の入居者の費用負担

の額

八の二　法第二十九条第七項に規定する保全措置を講じたことを証する書類

九�　入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、 当該定めの内容並びに返還金の

支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容

十　入居契約に損害賠償額の予定 （違約金を含む。） に関する定めがあるときは、 その内容

十一　医療施設との連携の内容

十二　事業開始に必要な資金の額及びその調達方法

十三　長期の収支計画

十�四　入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、 施設において供与される便宜の内容、 費

用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
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◆資料19　老人福祉法施行細則（横浜市）

横浜市老人福祉法施行細則

( 趣旨 )

第 1 条　老人福祉法 ( 昭和 38 年法律第133 号。 以下 「法」 という。 ) の施行については、 老人福祉法施行令

( 昭和 38 年政令第 247 号。 以下 「政令」 という。 )及び老人福祉法施行規則 ( 昭和 38 年厚生省令第 28 号。

以下 「施行規則」 という。 ) に定めるもののほか、 この規則の定めるところによる。

～　( 中略 )　～

( 有料老人ホーム設置届出書等 )

第 21 条　法第 29 条第 1 項の規定による届出は、 有料老人ホーム設置届出書 ( 第 38 号様式 ) によらなけれ

ばならない。

２　法第 29 条第 2 項の規定による届出は、 有料老人ホーム事業変更届出書 ( 第 39 号様式 ) によらなければ

ならない。

３　法第 29 条第 3 項の規定による届出は、 有料老人ホーム廃止 ( 休止 ) 届出書 ( 第 40 号様式 ) によらなけ

ればならない。

( 平 24 規則 51 ・ 追加 )

( 改善命令による有料老人ホーム措置結果報告書 )

第 22 条　有料老人ホームの設置者は、 法第 29 条第 11 項の規定により、 その改善に必要な措置を採るべき

ことを命ぜられたときは、これに基づいて採った措置について有料老人ホーム措置結果報告書(第41号様式)

をその処分を受けた日から 30 日以内に市長に報告しなければならない。

( 平 24 規則 51 ・ 追加 )

～　（以下略）　～
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◆資料20　老人福祉法施行細則（茨木市）

茨木市老人福祉法施行細則

( 趣旨 )

第 1 条　この規則は、 老人福祉法施行令 ( 昭和 38 年政令第 247 号。 以下 「施行令」 という。 ) 及び老人福祉

法施行規則 ( 昭和 38 年厚生省令第 28 号。 以下「施行規則」という。 ) に定めるもののほか、老人福祉法 ( 昭

和 38 年法律第133 号。 以下 「法」 という。 ) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

～　( 中略 )　～

( 有料老人ホームの設置の届出 )

第 24 条　法第 29 条第 1 項の規定による届出は、 有料老人ホーム設置届出書 ( 様式第 25 号 ) を市長に提出

することにより行うものとする。

( 有料老人ホームの変更の届出 )

第 25 条　法第 29 条第 2 項の規定による届出は、 有料老人ホーム変更届出書 ( 様式第 26 号 ) を市長に提出

することにより行うものとする。

２　前項の届出書には、 当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

( 有料老人ホーム事業の廃止又は休止の届出 )

第 26 条　法第 29 条第 3 項の規定による届出は、 有料老人ホーム事業廃止等届出書 ( 様式第 27 号 ) を市長

に提出することにより行うものとする。

～　（以下略）　～
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◆資料21　有料老人ホーム設置に関する手続きフローチャート（名古屋市）
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事前相談（都・区市町村）

●区市町村との事前相談

▼ ①都における事前相談

▼ ② 建 築 確 認 申 請

▼ ③有料老人ﾎｰﾑ設置届出 受理

工事／入居募集

▼ ④特定施設指定申請

開設

◇住宅型ホームについては、③の後開設。

◇事前相談計画書の内容に変更があった場合には、事前相談変更計画書により行う。

都 区市町村

○ ○

設置予定者

● ●

○

○

○○

○

◎建築確認後速やかに都知事
への届出を行うこと（指針2(8)）

◎都における相談前に必ず地
元区市町村福祉所管課に事前
相談を行うこと〔指針2(5)(6)〕

○○ ○

○ ○○

○

有料老人ホームの事務手続フロー

意見書指定

申請

〔事業開始予定日前々月末まで〕

設置届

事前相談計画
書類の提出

事前相談結
果通知書

介護保険法第 条
第 項に基づく通知

事前相談計画書類及び区市町村要綱等による書類の提出

事前相談状況につ
いての回答（任意）

◆資料22　有料老人ホーム事前相談手続きについて（東京都）

3　指導監督業務について 89



□提出書類等

1　事前相談計画書　★

－以下添付書類－

2　付表 10　★

3　市場調査及び入居者募集計画

4　運営法人の登記事項証明書

5　直近の決算報告書

6　平面図

7　設備概要　★

8　重要事項説明書 （介護サービス一覧表 ・適合表を含む）　★

9　自己チェック票　★

★が付いている書類には様式データがあります。

　原則として上記のすべての書類が整った段階で協議を行います。 やむを得ず提出できない書類がある場合は、

別に理由書を提出してください。

　自己チェック票の「記入事項欄」には、「チェックのほかに記入する必要がある場合（例えば保全措置の方法など）」

又は 「当該項目が非該当である場合の理由等」 を記入してください。

　上記の 1 から 12 の順でＡ 4 フラットファイル （必要最薄） に綴じ、 背面及び前面に 「（仮称）　○○ホーム事前相

談計画書」 と明記 （可能であればテプラ等） の上、 1 部提出 （区市町村にも提出→計 2 部 ： 後述） してください。

（図面はＡ 3 ・ Ｚ折）

　住宅型ホームについては、 2 の書類は除く。
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◆資料23　特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談扱要領（東京都）

特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談取扱要領

１　目的

　この要領は、 介護保険法 （平成９年法律第１２３号。 以下 「法」 という。） 第７０条の規定に基づき、 法第８

条第１１項、第８条の２第１１項及び介護保険法施行規則 （平成１１年厚生省令第３６号。 以下 「省令」 という。）

第１５条の規定による養護老人ホーム及び軽費老人ホームを除いた特定施設 （以下 「特定施設」 という。） に

おける特定施設入居者生活介護事業者及び介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定に際し、 事前相

談の取扱いを定めることにより、 法及びその他の法令等に基づく公正かつ適正な行政指導の実施と、 東京都

高齢者保健福祉計画に基づいた特定施設の適切な配置の実現に資することを目的とする。

２　事前相談の実施

（１） 事前相談の受付

　東京都 （以下 「都」 という。） における事前相談の受付は、 老人福祉法 （昭和３８年法律第１３３号） に基

づく有料老人ホームについては東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課で、 高齢者の居住の安定確保

に関する法律 （平成１３年法律第２６号） に基づくサービス付き高齢者向け住宅の場合は、 同部在宅支援課

において随時行う。

（２） 計画書の提出

　事前相談の計画に当たっては、 事前相談計画書 （別記様式１） に、 下記の内容がわかる書類を添付して提

出するものとする。

ア　有料老人ホーム等

（ア）��指定居宅サービス事業者、 指定居宅介護支援事業者、 介護保険施設及び指定介護予防サービス事業

者に係る指定等実施要綱 （17 福保高介第 890 号。 以下 「事業者指定要綱」 という。） に基づく付表１０

（イ）�市場調査書及び入居者募集計画

（ウ）�設置予定者に関する登記事項証明書及び直近の決算報告書

（エ）�施設設備に関する平面図及び設備概要

（オ）�重要事項説明書 （ただし、 有料老人ホームに限る。）

イ　サービス付き高齢者向け住宅

（ア）�事業者指定要綱に基づく付表１０

（イ）�事業計画書及び市場調査書

（ウ）�設置予定者に関する登記事項証明書及び直近の決算報告書

（エ）��土地登記事項証明書、 土地賃貸借契約書、 建物登記事項証明書及び建物賃貸借契約書 （ただし、 該

当がある場合に限る。）

（オ）�施設設備に関する平面図及び設備概要

（カ）��契約内容に関する事項（入居者と締結する契約書及び重要事項説明書（案）、前払い家賃の保全方法（前

払い家賃を徴収する場合）、 受託居宅サービス事業者との契約内容 （案） 及び名称等 （外部サービス利

用型の場合）
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（キ）�身体拘束等の適正化のための指針 （案）

３　事前相談計画書の審査

　都は事前相談計画書を受理した場合には、 下記の点に留意し審査を行う。

（１） 計画の具体性

（２） 施設等の基準

ア　有料老人ホーム

　提出された計画が、 老人福祉法その他の関連法令、 東京都有料老人ホーム設置運営指導指針に合致して

いるか。

イ　サービス付き高齢者向け住宅

　提出された計画が、 高齢者の居住の安定確保に関する法律第７条に規定する、 サービス付き高齢者向け住

宅の基準に合致しているか。

（３） 特定施設入居者生活介護事業者の指定基準

　提出された計画が、 下記の基準に合致しているか。

ア　指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準 （平成１１年厚生省令第３７号）

イ�　指定介護予防サービス等の事業の人員、 設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準 （平成１８年厚生労働省令第３５号）

（４） 特定施設利用定員

ア�　月末に、その月に提出のあった計画書の利用定員（混合型特定施設の計画にあっては、推定利用定員）を、

老人保健福祉圏域 （以下、 「圏域」 という。） ごとに介護専用型と混合型に分けて集計する。

イ�　利用定員 （混合型特定施設の計画にあっては推定利用定員） の集計は、 サービス付き高齢者向け住宅と

有料老人ホーム等の計画書を併せて集計する。

ウ　各圏域ごとに、 利用定員 （推定利用定員） が必要定員総数に達しているかを確認する。

４　区市町村からの回答 （任意）

　都は、 事前相談計画書にかかる回答 （別記様式２） を区市町村から受理した場合には、 都の運営指導に反

映するものとする。

５　事前相談に係る結果の通知

　事前相談に係る結果については、 事前相談結果通知書 （別記様式３） により行う。

６　計画内容の変更

　事前相談計画書の内容に変更があった場合には、 事前相談変更計画書 （別記様式４） により行う。

～　（中略）　～

附則 （３１福保高施第２０５２号）

　この要領は決定の日から施行し、 令和２年１月１日から適用する。
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◆資料24　有料老人ホーム設置届受理通知書（名古屋市）

【有料老人ホーム設置届受理通知書について】

　名古屋市内で有料老人ホームを運営する場合、 運営事業者は老人福祉法第２９条に基づき、 名古屋市に対

して設置届を提出しなければなりません。 （届出の義務）

　名古屋市では、 有料老人ホームの設置届を受理した事業者に対して、 平成２８年１０月より 「有料老人ホー

ム設置届受理通知書 （以下 「通知書」 と言う。）」 を発行しております。 （それ以前に設置届を受理した事業者

に対しては 「受理済通知書」 を発行しています。） この通知書は、 昨今問題視されております未届の有料老人

ホームと区別できるように発行されるもので、 原則として有料老人ホーム内にて掲示、 保管するようになってお

ります。 必要に応じて、 各有料老人ホームにお問合せください。 また、 NAGOYA�かいごネットには設置届受理

済の有料老人ホーム一覧が掲載されていますので、 合わせてご活用ください。

　次頁に、 通知書の例を掲載しております。 （設置届を受理した時期によって多少の様式の違いがあります。
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（2） 未届有料老人ホームについて

届出を拒否する事業者の中には、自身は居住契約のみを締結する者であって、サービス提供は入居者
の選択に基づき外部の事業者が行うものであり、自身は届出を行う義務がない、とするケースがある。

これに対し厚生労働省通知では、入居契約を行う者とサービス提供を行う者が異なる場合でも、事業
者間の斡旋や紹介等を含み、入居者にとってこれらが一体的に行われていると認められるものは届出
が必要としているので、事業の実態を把握したうえで判断を行う必要がある。

なお、各自治体において有料老人ホームの該当判断基準や施設状況確認票などが策定・運用されてい
るので、未実施の自治体は参考にされたい。

指導指針は一義的に、地方自治体の指導監督上の基準である。しかしながら、事業者の中には「指導
指針に適合しない部分があるため届出できない（しない）。」、また「届出を行わなければ指導対象となら
ない。」と考えるものが存在する。さらに自治体職員の中にも、「届出には強制力がない。」との誤認が見
られるが、これらはいずれも認識不足であり、たとえ指導指針に適合していないホームであっても、老
人福祉法第29条第1項に該当する事業はすべて有料老人ホームとして届出をさせ、改善に向けた指導監
督を継続的に行わなければならない。

また、複数の法人により一体的な協同運営が行われており、どちらを主たる契約当事者と判断するこ
とができない場合でも、そのいずれもを設置者として届出させることが可能である。

さらに、再三の指導にも係わらず届出を行わない設置者は、老人福祉法第40条第一号に基づき罰金刑
の対象となる。

2　指導上の留意点　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H30.4 厚生労働省・標準指導指針
（3）有料老人ホームの届出の徹底

老人福祉法に規定する有料老人ホームに該当するにもかかわらず、廊下の幅員等が指導指針
に適合しないことを理由に有料老人ホームの届出が行われない場合があるが、指導指針に適合
しなくとも届出義務がある。

また、届出を行っていない有料老人ホームに対する指導に際して、複数の法人が協同して一体
的な経営を行っている場合については、必ずしも特定の一の法人を設置者として扱わなければ
ならないものではなく、複数の法人がいずれも設置者に該当するものとして取り扱って差し支
えない。

老人福祉法の観点からは、重要事項の説明や情報開示など有料老人ホームの運営が適切に行
われることが重要であり、事業者に対して指導の徹底をお願いしたい。

3　指導監督業務について94



①未届有料老人ホームの把握

未届有料老人ホームの把握については、各自治体において日常的な努力が行われている。
例えば、地域包括支援センター等に情報提供を求める、介護保険担当課や建築部局、消防部局、生活保

護部局から情報を得る、など以下のような能動的な取り組みも進んでいる。特に生活保護部局では社
会福祉各法に基づかない施設・事業所の一覧を作成している場合があり、ここから情報を得ることもで
きる。
◎未届有料老人ホーム把握の取組例

●地域包括支援センターや生活保護担当課など、広く照会・連携し、その把握に努めている。
● 毎年、生活保護担当課のほか、各地域包括支援センターから未届有料老人ホームの情報収集をして

いる。平成30年10月1日時点、本市では未届有料老人ホームは存在しない。
●建築部局、消防部局から情報提供を随時受け付けている。
●政令市及び事務権限委譲市との連絡会開催により、情報共有を図っている。
● 消防局(防火対象物の用途区分)・福祉局保護課（貧困ビジネス規制条例）・特定施設公募不選定施設

その他随時情報提供からホームに該当すると思われる施設の情報提供を受けている。
● 介護保険事業所の指定申請において、高齢者住宅等と同一建物であることが把握できた場合は聞

き取りを行い、必要に応じて届出の指導を行っている。また、ケアプラン点検等で同一所在地の利
用者が複数いる場合においても聞き取りにおいて確認している。

● 生活保護のケースワーカーが未届有料老人ホームを紹介してしまうため、ケースワーカーに有料
老人ホームの定義を教える。そうするとケースワーカーからの情報提供もある。

● 介護保険事業所の指定申請において、同一建物であることが把握できた場合は聞き取りを行って
いる。また、ケアプラン点検等で同一所在地の利用者が複数いる場合においても聞き取りにおい
て確認している。

※以下、本書において●印は自治体の意見

②有料老人ホームの判定

有料老人ホームの判定について、厚生労働省は以下の考え方を示している。ここでは、高齢者を入居
させて何らかの役務を提供するものは有料老人ホームであり、有料老人ホームは届出をしなければな
らないため、仮に指導指針に不適合の状態だとしても、自治体はその届出を拒否できない、としている。

また、老人福祉法第29条第1項の「老人を入居させ」の解釈として、高齢者以外の者も当然に入居でき
るものは有料老人ホームには当たらないが、
◇入居要件では老人以外も入居できるとしつつ、意図的に老人を集めて入居させているものについて

は施設全体について
◇共同住宅や寄宿舎のように老人とそれ以外の者が混在して入居しているものであっても、施設の一

部については専ら老人を入居要件とするものについては当該老人が利用している部分について、そ
れぞれ、入居する高齢者の人数に関わらず、有料老人ホームとして取り扱う、とされていることに注
意が必要である。

他方で、有料老人ホームかどうかの判定においては、以下のように判断に迷うケースも見られる。
◎有料老人ホームの判定の事例

●併設する介護保険居宅サービス事業所との間でサービスの提供主体があいまいになっている。
（ホームのサービスか居宅サービス事業所のサービスか）あるいは実際にはホームのサービスなの
に居宅サービス事業所のサービスだと抗弁される場合があり対応に苦慮している。
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●未届有料老人ホームは介護保険事業所を併設しているが、そこが訪問介護で入っているところが
有料老人ホームのようで、市町村に情報提供依頼しそれをもらって、高齢者の施設状況確認表を送
り、有料老人ホームの要件、見守り、食事など提供しています、という自己記入表を書いてもらって
有料老人ホームかを判断する。

●食事の提供が一体かどうかでもめたケースがあり。契約書上、入居者はその会社を使って食事の
提供をしてもらい、費用はいったんホームに支払うという形だったので、これは一体のサービスと
の判断を行った。

ホームに介護保険居宅サービス事業所が併設される場合、介護保険制度による介護給付とホームが
独自で提供するサービスが区分され、その費用を受領しているのか、といった点がポイントになる。そ
のためにはまず居宅サービス事業所のケアプランとサービス提供記録とを突合し、ホーム独自のサー
ビスの実施や費用について検証することも有効と考えられる。その際は、介護保険課との連携も必要
となる。

また、食事の提供は外部事業者が行うとしても、入居契約上で食事を提供することとしているか、設
置者と給食事業者との契約関係はあるか、等の確認を行い、さらに食堂を設置していれば営業許可等の
主体は誰か、等を確認する必要がある。

自治体の中には、有料老人ホームに該当するかどうかの判定基準を持つところがあり、さらに判定の
ための状況調査票を作成しているところがあるので、参考にされたい。

2　指導上の留意点　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H30.4 厚生労働省・標準指導指針
（4）有料老人ホームの特定

有料老人ホームの届出が行われていない場合にあっては、都道府県等においては、その施設が
有料老人ホームに該当する旨を設置者に対して通知するなどの方法により、有料老人ホームで
あることを特定した上で、指導を行うことも有効である。届出が行われていない場合であって
も、有料老人ホームに該当する事業については、老人福祉法に基づく命令や罰則の適用が可能で
あるため、設置者に対してその理解を促す観点からも、有料老人ホームであることの特定は必要
である。

また、介護保険法の住所地特例の規定など、他の法律においても、有料老人ホームであること
を前提とした制度があることから、これらの業務の明確化を図る上でも、適切に有料老人ホーム
の特定を行うことが必要である。

◇資料25　有料老人ホーム該当・非該当判断基準（大阪府）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P97
◇資料26　有料老人ホームの判断基準（川崎市）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P98
◇資料27　有料老人ホーム該当施設判断基準（愛媛県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P99
◇資料28　高齢者施設状況確認票（八王子市）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P101
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◆資料25　有料老人ホーム該当・非該当判断基準（大阪府）
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◆資料26　有料老人ホームの判断基準（川崎市）

有料老人ホームの判断基準について

有料老人ホームとは、

（１）【入居サービス】老人を「入居」させ、

（２）�【介護等サービス】「入浴、排せつ若しくは食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」

（介護等）のいずれかのサービスを提供する「事業」を行う施設

（老人福祉法第２９条第１項）

※�同法の規定に基づく「届出」の有無にかかわらず、 入居サービス及び介護等サービスの実施が認められるも

のは、すべて有料老人ホームに該当するものとして取扱う。

１　入居対象について

　入居対象を老人としている。

○�　老人以外も当然に入居できる施設は有料老人ホームには当たらないが、下記の場合は、有料老人ホームと

して取扱う。

　①入居要件では老人以外も入居できるとしていても、意図的に老人を集めて入居させている場合

　②�共同住宅や寄宿舎等、老人とそれ以外の者が混在しているものであっても施設の一部については、老人の

みを入居対象としている場合。 老人を対象としている部分については、有料老人ホームとして取扱う。

○　分譲型で、入居者自身が所有者であるものは除く。

○　短期間の宿泊など、利用者の生活の拠点となっているとはいえない形態のものは除く。

２　入居対象の「老人」の考え方について

　老人福祉法上の明確な定義がないため、概ね「60歳以上の者」又は「介護保険法に基づく要介護認定若しくは

要支援認定を受けている者」を基本とする。

３　サービスの態様について

　入居に付随するサービスであること。

○　入居サービス提供者が、介護等サービスを一体的に提供していることが認められること

○　入居サービス提供者が、外部の事業者に委託して介護等サービスを提供する場合を含む。

○�　介護等サービス提供者には、 入居サービス提供者と委託契約をした者から再委託をされた者など、 実質的

にサービスの提供を行なっている者を含む（すべての第三者のうち、実質的にサービスの提供を行なっている

者を含むと解します）。

○�　入居者に対して、 入居サービス又は介護等サービスのいずれかの提供者が、 もう一方の提供者を紹介・斡

旋するなどにより、入居サービスと介護等サービスが一体的に提供されていることが認められる場合を含む。

４　除外となる施設について

○　老人福祉施設

○　認知症高齢者グループホーム

○�　通所介護事業所の設備を利用した夜間及び深夜の通所介護以外のサービス（宿泊サービス）を提供する場

合（いわゆる、お泊まりデイサービス）として届出されているものや、旅館業法等の他法令で許可や届出されて

いるもの。
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◆資料27　有料老人ホーム該当施設判断基準（愛媛県）

有料老人ホーム該当施設判断基準

　老人福祉法において有料老人ホームとは、「老人を入居させ」、「入浴、排せつ若しくは食事の介護」、「食事の

提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の供与をする事業を行う施設とされているが、施設が有料老人

ホームに該当するか否かの判断は、以下の基準に基づき行う。

１　老人の入居

　有料老人ホームは老人を入居させることを目的とした施設であるが、その判断については、次のとおりとする。

　なお、入居要件を専ら老人に限らず老人以外も当然に入居できるようなものは有料老人ホームに当たらない。

ただし、①入居要件では老人以外も入居できるとしつつ、意図的に、老人を集めて入居させているものについて

は施設全体について、 ②共同住宅や寄宿舎のように老人とそれ以外の者が混在して入居しているものであって

も、 施設の一部については専ら老人を入居要件とするものについては当該老人が利用している部分について、

有料老人ホームとして取り扱うものとする。

①次の項目のいずれかに該当する場合は、老人を入居させているものとする。

（ア）　施設利用時に入居に関する契約（入居契約、建物賃貸借契約等）を締結している。

（イ）　広告等で高齢者向けの入居施設を標榜しており、契約書等に入居に関する内容が含まれている。

（ウ）　入居に関する契約は締結されていないが、利用者の住民票が施設所在地に移動している。

（エ）�　契約は宿泊契約であるが、長期宿泊となっている等、実態として居住していると認められる。 なお、長期宿

泊とは、概ね６月を超える期間宿泊している場合とする。

②施設の利用者の中に入居者と宿泊利用者が混在している場合も老人を入居させている施設とする。

③「老人」とは、６０歳以上の者とする。

２　サービスの提供

　有料老人ホームは「入浴、排せつ若しくは食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管

理」のいずれかのサービス提供を行う施設であるが、サービス提供の有無に係る判断については、次のとおりと

する。

①次の項目のいずれかに該当する場合は、施設によりサービスが提供されているものとする。

（ア）　施設利用時にサービスの提供に関する契約を締結している。

（イ）�　広告等で食事や介護等のサービスを提供することを標榜しており、契約書等にも当該サービスに関する内

容が含まれている。 この場合において、サービスの提供主体は問わず、入居者と施設との間でサービス提

供に係る契約が締結されていれば施設によるサービス提供とみなす。

　なお、入居と同時にはサービス提供を行わないが、将来、サービスの提供が行われるという契約内容も同

じである。

（ウ）　入居の契約に付随して、特定の事業者からサービスの提供を受けることが条件とされている。

（エ）　食事の提供において、施設が契約した調理業者や配食サービス事業者が食事を提供している。

（オ）　施設の月額利用料金又は都度払い費用にサービスの提供に要する費用が含まれている。
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②�広告等で、単に建物内、同一敷地内又は別敷地に自社のサービス事業所が存在することを表示しているのみ

であって、①のいずれにも該当しない場合は施設によるサービス提供には当たらない。

③�宿直による夜間の緊急時対応やフロントサービス、安否確認、共用施設の清掃等はサービスの提供に当たら

ない。

３　有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅

　高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年４月６日法律第26号）第５条第１項に規定するサービス付

き高齢者向け住宅として登録された住宅のうち、老人を入居させ、有料老人ホームの定義に当てはまるサービス

を提供するものは、老人福祉法の規定による届出を要しない有料老人ホームに該当する。

４　有料老人ホームと宅老所等

　宅老所等を標榜する施設であっても、老人を入居させ、有料老人ホームの定義に当てはまるサービスを提供し

ている施設は、有料老人ホームに該当する。
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◆資料28　高齢者施設状況確認票（八王子市）
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③届出指導

未届の施設が有料老人ホームに該当することが判明した場合、設置者に対して届出を行うよう指導
を実施することとなる。このためには設置者に理解を求め、場合によって事務手続きを簡素化するな
どしつつ、未届有料老人ホームが法令違反であることを認識させる必要がある。

自治体によって、届出に向けた様々な取り組みが行われている。
◎届出指導の事例

● 設置者に対して速やかに届出するよう指導。これより一定期間届出がなく催告にも応じない場合、
立入検査対象とする。

●未届有料老人ホームについては事前協議不要としている。
● 建築住宅及び消防担当部局と連携し、情報が入り次第調査し、届出を促している。
● 未届有料老人ホームの疑いのある住宅等に関する情報提供があった場合は、設置者に対し調査票

の提出を求める。その結果、有料老人ホームに該当すると確認できた場合は、現地調査を実施する
とともに、建設局、消防局の関係する部局（以下「関係機関」という）あてに情報提供を行う。その際、
関係機関に対し、不適合事項について、必要な指導を依頼する。不適合事項については、関係機関
と協力体制を構築し、継続的な指導を行う。入居契約書、管理規程及び重要事項説明書について、
標準の様式をホームページに掲載し、それらを修正することで速やかな設置届の手続きが行える
ようにする。

● 県の関係機関や市町村に情報提供を依頼し、未届有料老人ホームを把握次第、電話や面談により届
出指導を行うとともに、把握済みの未届有料老人ホームには、「有料老人ホーム該当通知」を送付
し、設置届の手続を行うよう指導している。

● 事前協議に当たり契約書、管理規程、事前協議書における提出書類のひな型をいくつかセットにし
て県のホームページに掲載した。誰もが事前協議書類を作れる状態にした上で、必要に応じて、実
際に立入検査をして、一緒に書類を書いたりして提出を依頼している。

● 不適切な運営が疑われる未届有料老人ホームに対しては、現地確認を行ったうえで、直接届出の指
導を行っている。

● 設置届、提出書類のリスト、重説の書き方を丁寧に説明し、決算書、法人の定款など現場で用意して
もらえる書類はその場でもらう。設置届も押印してもらうだけにしてその場で印鑑をもらう。

● 未届有料老人ホームに毎年立入検査を行い、届出するよう指導している。また毎年、「未届ホーム
相談週間」を開催している。

　・平成28年度末、平成29年度末に実施
　・起案時点で県において未届有料老人ホームと認識している施設(設置者)へ届出等について説明
　・説明内容
　　 ①老人福祉法における届出義務
　　 ②県による指導が目指すもの(老人福祉の向上)
　　 ③県指針・住所地特例制度等概要
　　 ④届出必要書類一覧、等を説明。
　・施設設置者に来庁を依頼するほか、必要に応じ先方事務所へ訪問
　・年中対応はしているものの、「相談週間」として特別感を出し、施設側の抵抗感を軽減した。
　・相談週間の結果、複数施設から届出を得た。
● 文書による届出指導を半年ごとを目途に実施し、電話・現地での届出指導を年1回を目途に実施す

ることとしている。
● 未届事業者・施設のホームページでの公表、集団指導、一定期間経過後の届出催促文書の送付、実地

検査を行い届出についても指導する。
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● 消防、建築、生保、介護認定調査等の担当部局に情報提供を呼びかけるとともに、情報提供があった
施設には随時連絡・調査を行い、有料老人ホームに該当すると判断された場合は、届出を促してい
る。

●年1回程度訪問し、届出を勧奨している。
● 「未届有料老人ホーム届出指導要領」を策定し、これに基づき指導している。有料老人ホームに該

当すると認められた場合、設置者に対して速やかに届出するよう指導。これより一定期間届出が
なく催告にも応じない場合、立入検査対象とする。

●「届出勧奨通知」を送付している。
●「未届有料老人ホームの届出促進に係る取扱方針」に基づき、以下のとおり対応している。
　① 未届有料老人ホームの疑いのある住宅等に関する情報提供があった場合は、設置者に対し調査

票の提出を求める。
　② その結果有料老人ホームに該当すると確認できた場合は、現地調査を実施するとともに、建設

局、消防局の関係する部局（以下「関係機関」という）あてに情報提供を行う。その際、関係機関に
対し、不適合事項について、必要な指導を依頼する。

　③不適合事項については、関係機関と協力体制を構築し、継続的な指導を行う。
　④ 添付する入居契約書、管理規程及び重要事項説明書（住宅用）について、標準の様式をホームペー

ジに掲載し、それらを修正等することで速やかな設置届の手続きが行えるようにする。
● 届出を促進するため、把握した未届有料老人ホームの施設名、所在地、連絡先等について、福祉保健

局のホームページで毎月公表。
● 現地訪問し事業者の意見を傾聴するなど信頼関係の構築に取り組むとともに、届出に係る事業者

の事務負担を軽減するため必要書類の説明や記載の仕方について具体的にアドバイスし、届出の
促進を図っている。

●「有料老人ホーム該当通知」を送付し、設置届の手続を行うよう指導している。
●年1回の有料老人ホーム講習会（集団指導）の開催通知を送付し、届出勧奨通知も同封している。

未届有料老人ホームの届出に際して、法令に基づく届出書類の簡素化を求める自治体の意見もある
が、通常の届出を行う設置者との公平性を確保しなければ、むしろ未届有料老人ホームを助長する懸念
がある。未届かどうかにかかわらずすべての設置者が設置届を行う際の必要書類を全般的に見直すか
どうかは課題である。

また、指導権限を行使する上での課題として、以下のような自治体の意見がある。
◎届出指導上での課題

● 消防基準を満たしていないホームであっても、経済的な事情等から他に行き場の無い入所者を受
け入れているホーム等の場合。

●建築基準法や消防法上の重大違反が見つかった場合の対応。

届出に向けた指導上でこうした法令違反が発見された場合は、担当部局と連携を図り関係法令での
指導や処分の検討を行いつつ、状況に応じて老人福祉法上の改善命令や事業停止命令も検討すべきで
ある。いずれにせよ、法令を遵守しない設置者によって、入居者の安心・安全が損なわれる重大な事態
が起こらないよう、自治体には迅速な対応が求められる。
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④関係部局との連携

未届有料老人ホームの届出を促進する取り組みの中には、「関係部局との連携」がある。有料老人ホー
ム所管部局だけでなく、他法令に基づく指導権限を有する部局との連携は、届出を求める上で効果的と
なる場合がある。

具体的には、次のような取り組みが進められており、参考にされたい。
◎関係部局との連携の事例

●サービス付き高齢者向け住宅所管課と必要に応じて情報共有している。
● 疑問点については、関係部局に、その考え方、意見等を聴きながら進めている。また、年度当初には、

指導担当課と施設所管課が合同で、連携のあり方、法令の改正状況に関する情報等についての打合
せ会を行っている。

● 住宅部局とは、日頃からサ高住における苦情等の情報共有を図るとともに、事業開始後6か月並び
に3年経過した施設への立入検査を合同で実施している。また、消防部局とは、施設内の消火設備
や緊急時の対応について再度確認する旨を記載したリーフレットを配布し、引き続き安全性の確
保に努めるよう連携を図っている。

●定期的な担当者会議の開催等。
● サービス付き高齢者向け住宅の登録窓口である住宅政策課と情報共有を行い、立入検査を同時に

実施している。
● 福祉関連施設等における防災対策連絡会議を行い、消防局・福祉部局・建設部局間で連携した情報

共有を行っている。
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◆資料29　有料老人ホームの設置届に係る関係部局等との連携について（群馬県）
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⑤届出指導上の困難事例

未届有料老人ホームに対して届出を求める上で、「未届有料老人ホームへの指導に強制力がない。」な
どと誤認する自治体がある。
◇届出指導上の課題

●入居者の実態把握、運営実態の把握が困難である。
● 施設の運営状況を知るための書類提出依頼の根拠となる法令がないため、書面での依頼が困難で

ある。
● 設置届という届出制であるため、事業者が強固に有料老人ホームではないと主張した場合（食事や

介護のサービスを一体で行っていないなどの主張）、県として未届有料老人ホームとして整理する
のか、有料老人ホームではないと整理するのか判断が難しい。

有料老人ホームに該当することが確定していない段階では、老人福祉法の立入調査権限は及ばない。
しかしながら消防部局や建築部局との連携等を通じてサービス提供などの実態を探知・把握し、有料

老人ホームに該当すると判断した場合には、未届有料老人ホームであっても、老人福祉法に基づき立入
検査を行う権限が自治体にあることを設置者に理解させ、法令違反の解消に向けて必要な指導を行う
必要がある。

未届有料老人ホームへの対応に関する指導ルールを策定している自治体は複数あるが、中には、未届
有料老人ホームの届出指導要領を定め、再三の指導に関わらず届け出を行わない場合は老人福祉法違
反として罰則規定の適用を行うことを明記しているものがあり、参考にされたい。

ただし、届出の促進を図る上では、なお自治体から次のような課題が挙げられている。
◇事業形態上の課題

● 設置者が、「契約上宿泊サービスであり、利用者が自宅に何か月かに1回の頻度で帰宅する。」と主張
する場合等。入居サービスの提供と判断するのか困難な事例があるが、利用者数や利用日数等を
勘案し、状況に応じて判断している。

●無料低額宿泊所等の類似施設との判別が難しい場合がある。

未届有料老人ホームの中には、「宿泊サービスであり有料老人ホームに該当しない。」と主張する場合
があるが、その場合には旅館業法上の許可が必要である。また、無料低額宿泊所の定義については、現
在厚生労働省において検討が進められている。

●老人を集めて入居させていることが、「意図的」であるかどうかを判定する際の具体的基準。
● 既存の有料老人ホームにおいても、65歳未満の入居者を受け入れている場合があり、有料老人

ホームとして取り扱うことが妥当であるかの判断に困る場合がある。
●若年者層が入居している場合の対応。
● 有料老人ホームの要件である役務提供について、系列の別法人が利用者と個別に契約していると

してホームに該当しないとする事業者が多い。契約書内容や系列法人のサービスをあっせんする
などの実態が把握できないと、ホームであると断定できない。

● 有料老人ホームの判断基準が明確化されているが、それでも尚、判断の難しい事例が存在している
と考えられる。市や担当者レベルで判断が異なる可能性もあるため、他市において疑義が生じた
事例を共有し、全国的な意思統一を図りたい。

提供されるサービスが設置者とは別の法人により提供されている場合は、契約内容等を確認し、当該
別法人を設置者として届出させることも考えられる。
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◆資料30　未届有料老人ホームに対する届出指導要領（愛媛県）

未届有料老人ホームに対する届出指導要領

１　趣�旨

　この要領は、老人福祉法の規定により有料老人ホームに該当する施設であって、有料老人ホームを設置する

届出を行っていない者に対する各地方局地域福祉課の届出指導について定めるものである。

２　定�義

　この要領において「未届有料老人ホーム」とは、 老人福祉法第29条第１項に規定する有料老人ホームに該当

するが、同項の届出を行っていない施設とする。

３　届出までの手順

（１）�　市町、居宅介護支援事業者及び住民等から有料老人ホームと思われる施設の情報を入手した場合、別紙

１「高齢者向け施設の運営に関する調査票」により当該施設が有料老人ホームに該当するか否かの調査を

行う。

（２）�　（１）の調査に加えて、 有料老人ホームに該当する施設を適切に把握するため、 必要に応じて実地調査又

は施設設置者への聞き取り調査等を行う。

（３）�　施設が有料老人ホームに該当するか否かを判断する基準は、 別紙２ 「有料老人ホーム該当施設判断基

準」によることとする。

（４）�　（１）の調査により有料老人ホームに該当すると認められた施設の設置者に対しては、老人福祉法第29�条

第１項の規定による届出を速やかに行うよう指導する。

（５）　届出は届出指導を行ったときから、概ね３月以内に行うよう指導する。

（６）�　市町は要介護認定調査及び特定高齢者等の認定過程又は地域包括支援センターに集められる情報等で

有料老人ホームと思われる施設の情報の把握に努め、県は各市町の介護保険担当課と有料老人ホームの

情報提供に関して密接な連携を図る。

４　未届有料老人ホームにおける愛媛県有料老人ホーム設置運営指導指針の基準の取扱い

（１）�　未届有料老人ホームのうち、愛媛県有料老人ホーム設置運営指導指針（以下「指針」という。）の基準に適

合しない施設（以下「基準適合外施設」という。）の設置者に対しても、速やかに届出を行うよう指導すること。

　なお、届出の指導を行った時点において、指針の基準に適合していない部分を把握している場合は、届出

時までに改善が可能な部分については、改善するよう指導すること。 この場所において、届出時点において

改善がなされなかったときであっても、届出を受理することとする。

（２）�　届出を行った基準適合外施設に対しては、 指針の基準に適合していない部分に応じて、 次の措置を速や

かにとるよう指導すること。 その際、必要に応じて期限を定めて改善状況を報告させることができる。

（ア）�　施設基準のうち居室面積が指針の基準を満たしていない場合においては、 サービスの提供に際して、 必

要な広さが確保されていること。

（イ）�　建物が耐火建築物又は準耐火建築物でない場合、避難設備、警報設備、消火設備等事故・災害に対応す

るための設備を十分に設け、入居者の安全を確保すること。

（ウ）�　施設が提供するサービスの内容に応じた、必要な設備が設けられていない場合は、サービスの委託等も

含めてサービスの提供体制の見直しを検討すること。

（エ）�　居室が相部屋（夫婦部屋を除く。）であり、既に居室に入居者が存在する等の理由により個室とすることが

困難と認められる場合は、 入居者のプライバシーに配慮した上で入所者ごとにサービスの提供に必要な適

当な広さを確保すること。

　また、入居者の退居が発生した場合は、居室定員を順次減少させる措置をとること。
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（オ）�　施設が提供するサービスの内容に応じた、適切な数の職員が配置されていない場合は、サービスの委託

等も含めてサービスの提供体制の見直しを検討すること。

（カ）�　指針に規定する施設の管理運営、 サービスの内容、 利用料の取扱い、 契約内容及び書類整備について

は、速やかに指針の基準を満たすこと。

（キ）�　基準適合外施設の設置者に対しては、指針の基準に適合していない部分における改善計画を策定すると

ともに、是正可能な部分から是正を行うよう指導すること。

（ク）�　施設の建替え又は大規模改修時の際は、 指針の基準に適合できるよう、 事前に所管の地方局地域福祉

課と十分な協議を行うこと。

５　基準適合外施設の取扱い

（１）�　基準適合外施設についての情報をホームページ等により県民等へ公開する際には、県民等が施設を選択

する場合における判断の目安となるよう、 別紙３「有料老人ホーム情報開示等一覧表」を用いるなど当該施

設において基準に適合していない部分を明瞭に把握できる方法で行うこと。

　なお、ホームページへの公開に係る事務は、長寿介護課で行う。

（２）�　基準適合外施設が入居者募集や契約を行う際には、 入居希望者に対して当該施設において基準に適合

していない部分があることを明確に伝えるとともに、重要事項説明書等により、基準に適合していない部分、

指針の基準との差異の程度、今後の改善計画等を十分に説明するよう指導すること。

６　届出後の指導

　届出を行った施設に対しては、定期的に実地の指導を行い、入居者の処遇の質の確保及び向上を図る。

７　その他

（１）�　有料老人ホーム未届施設が届出指導にも関わらず届出を行わない場合は、継続的に届出指導を行い、こ

れに従わない場合は、老人福祉法第40条第２号の罰則規定に基づく処置を行う。

（２）�　有料老人ホーム未届施設に対しても、 老人福祉法第29条第９項の立入検査及び第11項の改善命令を行

うことができるため、 劣悪な環境でのサービス提供や不適切な利用料徴収等が生じないよう入居者の処遇

の質を確保するための適切な指導を行う。
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◆資料31　未届有料老人ホーム調査フロー（大阪府）
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（3） ホームに対する指導監督方法

①立入検査

有料老人ホームに対する立入検査権限については老人福祉法において都道府県等に付与されてお
り、その実施においては外部へ一部業務委託を行っているところもある。
〇老人福祉法
第29条
11　都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若

しくは設置者から介護等の供与（将来において供与をすることを含む。）を委託された者（以下「介
護等受託者」という。）に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求
め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等
受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができ
る。

また、標準指導指針では、立入検査の実施について次のように規定している。法令の「立入検査」と本
指導指針の「立入調査」は同義である。

立入検査の頻度は、一般的には3年に1回定期検査を実施し、さらに事件や事故、関係者からの通報等
に応じて臨時に実施する方法が多い。

立入検査に関する特徴的な取り組みの中には、開設3か月後、1年後に実施するケースや、初回の検査
を開設3年後に行いその後は5年ごとに実施するケース、等が見られる。

自治体によって、届出ホーム数が多い反面、少ない担当者で業務を回すために、様々な工夫が行われ
ている。立入検査の実施方法、検査先選定の考え方を例示する。

2　指導上の留意点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※H30.4 厚生労働省通知
（7）有料老人ホームに対する指導

①立入検査
管内の有料老人ホームについて、定期的な立入調査を実施するほか、必要に応じ適宜調査を実

施されたい。立入調査に当たっては、介護保険担当部局（管内の市町村の介護保険担当部局を含
む。）とも連携を図り、重要事項説明書の記載内容等に照らしつつ、居室の状況や介護サービスの
実施状況等について調査し、必要に応じ、指導指針に基づく指導を行う。立入調査において入居
者の処遇に関する不当な行為が認められたときは、入居者の保護を図る観点から、迅速にその改
善に必要な措置をとることを指導し、又は命じられたい。その上で、再三の指導に従わずに悪質
な事業を続ける場合など、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、老人福祉法に基
づきその事業の制限又は停止を命じられたい。

なお、事業の停止を命じた場合、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため
必要があると認めるときは、入居者からの問合せに応じて、当該高齢者に適した諸条件が整った
他の賃貸住宅等のリストを提示したり、入居に必要な公的主体による支援措置を紹介したりする
など、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援助を行う
ように努めること。
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◎立入検査の実施方針の例
● 新規で開設した施設、前回検査から6年経過する施設、通報等があり臨時で検査が必要と判断した

施設。
● 3年に1回全施設に対し、立入検査を実施する。また、設置者が訪問介護事業所や通所介護事業所

を運営している場合、その実地指導に併せて立入検査を実施。
● 入居者、入居者の家族等、施設長等からの通報。事故報告(重大事故・事故対応に問題がある場合な

ど）。集団指導への不参加ホーム。
● 入居者・家族からの通報等があった場合には施設を訪問し、設備や処遇などについて現地確認する

ようにしているが、それだけでは指導監督の実効性が担保できないと判断するときは、法律に基づ
く立入検査を行うこととしている。

● ①開所時検査（施設開所3か月後に行うもの）、②定期検査（3年ごとに行うもの）、③随時検査（入居
者処遇等に関する通報や苦情において、老人福祉法に違反する恐れがある又は入居者の処遇に関
する不当な行為、利益を害する行為に該当する恐れがあるときに行うもの）

● 原則として、3年に1回実施することを規定。（定期立入検査）。随時立入検査は、①通報・苦情・相談
等、②事故報告書、③定期立入検査、④高齢者虐待などの市町村からの報告、より検査を実施する必
要があると判断した場合

● 立入検査実施要項に基づき、3年に1回実施することとしている。また、施設の管理運営、サービス、
入所者処遇等に関する通報、苦情等があった場合で、入所者のために必要があるときは、随時に実
施する。

● 「市有料老人ホーム立入検査要領」に定めている定期立入検査。開設から一年以内に立ち入る実地
検査。そのほかに運営及びサービスが著しく適正を欠くため、入居者の利益に重大な支障を及ぼ
していると疑うに足りる理由があると判断される場合。利用者や利用者の家族又は施設職員など
からの情報共有による。
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◆資料32　立入検査実施要領（郡山市）

郡山市有料老人ホーム立入検査実施要領

（趣旨）

第�１条　この要領は、有料老人ホーム(老人福祉法（昭和38年法律第133号。 以下「法」という。）第29条第１項に

規定する届出をした施設及び高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第５条に規定

する登録を受けた施設のうち、入居者に対して老人福祉法第29条第１項に規定するサービスを提供する施設

（以下「施設」という。 )の管理運営、サービス、入居者処遇等の状況について、法及び郡山市有料老人ホーム

設置運営指導指針（平成25年９月11日施行）等の規定に照らし改善を要すると認められる事項について必要

な助言、指導、命令を行うことにより、施設の適正な運営及び入居者の保護を図ることを目的として、法第29条

第９項及び郡山市有料老人ホーム設置運営指導要綱（平成25年９月11日施行）第13条の規定に基づき、 市

が実施する施設に対する立入検査に関して必要な事項を定めるものとする。

（形態）

第２条　立入検査の形態は、定期検査及び随時検査とする。

２�　定期検査は、 毎年度当初に定める実施方針及び実施計画により行うものとし、 同一施設に対する立入検査

は、原則として３年に１回実施するものとする。

３�　随時検査は、施設の管理運営、サービス、入所者処遇等に関する通報、苦情等があった場合において、その

内容が法第29条第４項から第８項までの規定に反するおそれがあるとき、 又は当該施設の入居者の処遇に

関して不当な行為に該当し、若しくはその運営に関して入居者の利害を害する行為に該当するおそれがあると

き、その他入居者の保護のために必要があるとき、随時に実施するものとする。

（実施方法）�

第�３条　市は、定期検査を行う場合は、あらかじめ当該施設の設置者、管理者又は設置者から介護等の供与を

委託された者（以下「介護等受託者」という。）に対し、有料老人ホーム自主点検調書兼検査調書（様式第１号）

を送付し、検査日時及び検査職員の職氏名を文書により通知するものとする。

２�　前項の規定により送付を受けた当該施設の設置者、 管理者又は介護等受託者は、 有料老人ホーム自主点

検調書兼検査調書を作成し、市の指定する日までに市へ提出するものとする。

３�　随時検査を行う場合には、あらかじめ当該施設の設置者、管理者又は介護等受託者に対し、検査日時及び

検査職員の職氏名を文書により通知するものとする。

　　ただし、急を要する等必要と認めるときは、事前に通知することなく立入検査を行うことができるものとする。

４�　立入検査は、当該施設又は当該介護等受託者の事務所若しくは事業所において、原則として当該施設の責

任者の立会のもとに行うものとする。 �

５　立入検査は、職員２名以上で行うものとする。 �

（検査事項）�

第４条　立入検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 �

（１）��設置届等に関すること（施設のうちサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けたもの（以下「サ高住」とい

う。）を除く）。 �

（２）�変更届に関すること（サ高住を除く）。 �

（３）�事故届に関すること。 �

（４）�設置主体に関すること（サ高住を除く）。 �

（５）�立地条件に関すること（サ高住を除く）。 �

（６）�規模及び構造設備に関すること（サ高住を除く）。 �
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（７）�職員の配置等に関すること。 �

（８）�施設の管理運営に関すること。 �

（９）�サービスに関すること（サ高住は該当するサービスを提供している場合に限る）。 �

（10）�事業収支計画に関すること（サ高住を除く）。 �

（11）�利用料等に関すること。 �

（12）�契約内容等に関すること。 �

（13）�情報開示に関すること。 �

（14）�広告の基準に関すること。 �

（15）�その他必要と認められる事項に関すること。 �

（16）�前回検査時の指摘事項に対する改善状況に関すること。 �

（検査結果）

第５条　検査職員は、検査後速やかに検査結果を市長に復命するものとする。 �

２�　市は、立入検査の結果、改善を要すると認められる事項等があるときは、当該施設に対し、当該改善を要する

事項等を様式第２号により通知するとともに、 その改善結果等について改善結果及び検討結果報告書 （様式

第２号）により報告を求めるほか、必要に応じて職員を派遣する等により改善結果を確認するものとする。 �

（検査結果の保管）�

第�６条　市は、過去の検査結果及び改善状況等を把握し、効果的な助言、指導等を行うため、施設から回答され

た様式第２号を施設ごとに累年で保管しておくものとする。

（補則）

第７条　この要領に定めるもののほか、施設に対する立入検査の実施に関して必要な事項は、別に定める。 �

附�則

　この要領は、平成25年９月11日から施行し、平成24年４月１日から適用する。 �

附�則

　この要領は、平成27年10月１日から施行する。
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◆資料33　有料老人ホーム指導及び監査実施要綱（東京都）

東京都有料老人ホーム指導及び監査実施要綱

直近改正�30 福保指一第６３－３号

平成 30 年 5 月 8 日

第１　趣旨

　この要綱は、老人福祉法（昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第29条第１項に規定する有料老人ホー

ムに対して都が実施する指導検査について、 必要な事項を定める。

第２　指導検査の目的

　指導検査は、 法、 「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」 （以下 「指導指針」 という。） 及び別に定め

る指導検査に係る基準その他福祉諸法 （以下 「指導検査基準等」 という。） に対する実施状況について個別

的に明らかにし、 必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、 有料老人ホームの適正な運営及

びサービスの質の確保並びに入居者保護を図ることを目的とする。

第３　指導検査の基本方針

　指導検査は、 有料老人ホームの管理運営方法、 サービス内容及び入居者保護に関する事項等について周

知徹底させるとともに、指導指針及び指導検査基準等に照らし、改善の必要があると認められる事項について、

適切な助言及び指導を行うことを主眼として実施する。

第４　指導検査の対象

　この要綱に基づく指導検査の対象は、法第 29条第１項に規定する有料老人ホームを設置運営する事業者（以

下 「事業者」 という。） を対象とする。

第５　指導検査の形態

　指導検査の形態は、 以下のとおりとする。

１　一般指導検査

　一般指導検査は、 原則として検査対象となる事業者の事業所等における実地検査とする。

２　特別指導検査

　特別指導検査は、次のいずれかに該当する場合に、特定の検査事項を定め、重点的に行う実地検査とする。

なお、 必要に応じ関係行政機関等と合同で検査を実施することができる。

　(1)��有料老人ホームの運営及びサービス等が著しく適正を欠くために、 当該施設の入居者の利益に重大な支

障を及ぼしているおそれがあると疑うに足りる理由があるとき。

　(2)�度重なる一般指導検査の指導によっても改善の措置が認められないとき。

　(3)�正当な理由がなく、 一般指導検査を拒否したとき。

３�集団指導

　集団指導は、 指導対象となる事業者に対し必要な指導の内容に応じ、 一定の場所に集めて講習等の方法に

より行う。

第６　実地指導の実施計画

　実地指導の実施に当たっては、 老人福祉行政の動向を踏まえ効率的かつ効果的に行えるよう、 指導の重点

項目、実地指導の実施時期、検査班の編成及び規模等の実施計画を含む実施方針を別に作成するものとする。

ただし、 問題の発生等により必要があると認められる場合は、 実施計画に関わらず適宜実地指導を実施する。

第７　実地指導の実施方法

　実地指導の実施方法は、 以下のとおりとする。
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１　一般指導検査

(1)�検査通知

　検査対象となる事業者を決定したときは、あらかじめ検査の根拠規定、実施日時、場所、検査担当者、出席者、

準備すべき書類等を文書により当該事業者に通知する。

　ただし、 必要と認める場合には、 検査開始時に文書を交付することによって行う。

(2)�検査実施方法

　検査は、 指導検査基準等に基づき、 施設 ・ 設備の状況及び関係書類等を確認し、 関係者に面談する方式

により行う。

　なお、 検査は２名以上の検査班を編成して実施する。

(3)�検査結果の通知

　検査の結果、 改善を要すると認められた事項については、 後日、 文書により通知する。

(4)�改善報告書の提出

　当該事業者に対して、 文書により改善を指摘する場合は、 改善期日を記載した検査結果通知書を送付し、

改善報告書の提出を求める。

　なお、 改善報告書の提出期日については、 検査結果通知書発送日の 30�日以内とする。

２　特別指導検査

(1)�検査通知

　検査通知は、 一般指導検査に準じて、 あらかじめ文書により通知する。 ただし、 検査の目的と効果を勘案し、

検査の開始時に文書を交付することにより行うことができる。

(2)�検査実施方法

　検査は、 検査の目的及び効果をその都度勘案し、 問題の重要性や緊急性等の状況に応じ、 重点項目を定

めて実施する。

　なお、 実地指導は２名以上の検査班を編成して実施する。

　また、 必要に応じ運営指導所管部課職員、 関係行政機関職員及び専門職員等による検査班を編成し、 実施

することができる。

(3)�検査結果の通知

　特別指導検査の結果、 改善を要すると認められた事項については、 後日文書により通知する。

(4)�改善報告書の提出

　当該事業者に対して、 文書により改善を指摘する場合は、 改善期日を記載した指導結果通知書を送付し、

改善報告書の提出を求める。 なお、 改善報告書の提出期日については、 指導結果通知書発送日の 30 日以

内とする。

３　集団指導

(1)�指導通知

　指導対象となる事業者を決定したときは、 あらかじめ集団指導の日時、 場所、 出席者、 指導内容等を文書

等により当該事業者に通知する。

(2)�指導方法

　指導は講習等の方式で行う。 当日使用した資料等については情報提供に努めるものとする。

第８　改善命令

　法第 29 条第４項から第８項までの規定に違反したと認めるとき、 入居者処遇に関し不当な行為をし、 又はそ

の運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認められるとき、 その他入居者の保護のため必要があると認

めるときは、 当該事業者に対し、 その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
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第９　改善命令の公示

　第８に基づく改善命令を行ったときは、 その旨を公示しなければならない。

第 10　調査書等の提出

　実地指導の実施にあたっては、 第６で定める実施計画を踏まえ、 検査に必要な期限までに、 関係資料の提

出を求めることができる。

第 11　指導検査基準

　指導検査項目、 検査の着眼点及び関係法令等を集約した指導検査基準を別に定める。

第 12　実地指導結果の活用

　実地指導結果は以下により活用する。

１　関係部課への情報提供

　実地指導の結果は、 適宜集約し、 行政運営に資するため、 運営指導所管部課等に提供する。

２　福祉保健局ホームページへの掲載

　一般指導検査及び特別指導検査の結果並びに改善状況については、 今後の事業者指導等に支障があると

認めた場合を除き、 福祉保健局ホームページに掲載し、 都民へ広く情報提供する。

第 13　指導指針等との整合の確保

　実地指導の実施に当たり生じた疑義及び関係法令等の解釈については、関係部課等と調整又は協議を行い、

指導指針、 指導検査基準及び実施方針との整合を図るものとする。

第 14　情報の公開

　実地指導等に関する情報は、 個人情報など法令及び東京都条例により非開示とされる場合を除き、 公開に

努めるものとする。

附�則

　この要綱は、 決定の日から施行し、 平成３０年４月１日から適用する。
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◆資料34　有料老人ホーム立入検査実施要領（沖縄県）

沖縄県有料老人ホーム立入検査実施要領

（趣旨）

第�１条　この要領は、 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第29条第11項及び沖縄県有料老人ホーム設置運

営指導要綱（平成11年12月１日施行）第13条の規定に基づき実施する有料老人ホームに対する立入検査に

関し、必要な事項を定める。

（目的）

第�２条　立入検査は、老人福祉法（以下「法」という。）及び沖縄県有料老人ホーム設置運営指導指針（平成16年

３月１日施行）等の規定に照らし、是正又は改善を要すると認められる事項について、必要な助言、指導、命令

を行うことにより有料老人ホームの適正な運営及び入居者の保護を図ることを目的とする。

（検査事項）

第３条　立入検査は、次に揚げる事項について行うものとする。

⑴�基本的事項に関する事項

⑵�設置者に関する事項

⑶�立地条件に関する事項

⑷�規模及び構造設備に関する事項

⑸�既存建築物等の活用の場合の特例に関する事項

⑹�職員の配置、研修及び衛生管理に関する事項

⑺�有料老人ホーム事業の運営に関する事項

⑻�サービス等に関する事項

⑼�事業収支計画に関する事項

⑽�利用料等に関する事項

⑾�契約内容等に関する事項

⑿�情報開示に関する事項

⒀�衛生管理等に関する事項

⒁�届け出に関する事項

⒂�前回の立入検査に基づく是正・改善状況

⒃�その他必要と認められる事項

（立入検査の形態）

第４条　立入検査の形態は、以下のとおりとする。

１　一般検査

　一般検査は、毎年度定める実施計画（様式第１号）により行うものとし、原則として３年に１回実施するものとす

る。

２　随時検査

　随時検査は、次のいずれかに該当する場合に行う。

⑴��有料老人ホームの運営及びサービス等が著しく適正を欠くために、 当該施設の入居者の利益に重大な支障

を及ぼしているおそれがあると疑うに足りる理由があるとき。

⑵��入居者処遇に関する通報、 苦情等又は定期報告書類の確認結果等で、 入居者の保護のため必要があると

認められるとき。
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（立入検査体制）

第５条　検査は、子ども生活福祉部高齢者福祉介護課が実施するものとし、課員２名以上の体制で実施する。

２�　検査職員は、立入検査を行うにあたっては、老人福祉法施行規則第５条の２に規定される身分を示す証明書

を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

（立入検査の実施方法）

第６条検査の実施方法は、以下のとおりとする。

１　一般検査

⑴�検査通知

　実施計画に基づき、検査対象となる有料老人ホームの設置者若しくは管理者（以下「設置者等」という。）に対し

て、検査の根拠規定、実施日時、場所、検査対象者、準備すべき書類等を文書（様式第２号）により、立入検査当

日の10日から20日前までに通知する。

⑵�検査実施方法

　検査は、「有料老人ホーム自主点検調書兼検査調書」（別添様式第２号）に基づき、実地により施設・設備の状

況及び関係書類等を確認し、関係者に面談する方式で行う。

　なお、検査は、入居者のサービス水準の確保等のために必要と認められる範囲内で、第３条の検査事項を絞る

等、より効率的、効果的に行うことができるものとする。

２　随時検査

⑴�検査通知

　検査通知は、一般検査に準じて、あらかじめ文書（様式第３号）により行う。

　ただし、急を要する等、検査の目的と効果を勘案し、事前に通知することなく検査の開始時に現場において、文

書を交付するなどの方法により行うことができる。

⑵�検査実施方法

　検査は、問題の重要性や緊急性等の状況に応じ、重点項目を定めて実施する。

　なお、必要に応じ関係行政職員等による検査班を編制し、実施することができるものとする。

（検査の留意点）

第�７条　検査は、公平不偏かつ懇切丁寧を旨とし、指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協

力が得られるよう配慮するものとする。

２�　検査の課程においては、直接の担当者からの事情聴取のみに終始することなく、責任者を中心に進めるよう

配慮し、相互信頼を基礎として十分意見交換を行い、一方的判断を押しつけることのないように留意するものと

する。

３�　事実認定及び事務処理の判定について、 法的根拠等を明確にし、 特に上司の指示を要する事項について

は、その指示を持って行うものとする。

（講評）

第�８条　検査職員は、検査終了後、有料老人ホームの設置者等及び関係職員の出席を求め、その結果につい

て、是正又は改善を要する事項を指摘するのみならず、改善方法を示す等、より効果的な指導及び助言を行う

ため、講評を行うものとする。

（検査結果の復命）

第９条　検査職員は、帰庁後速やかに結果を整理し、所属長に対して復命（様式第４号）を行うものとする。

（検査結果の検討及び通知）

第�10条　検査結果については、綿密に検討してその問題点を明らかにし、是正又は改善を要する事項について

は、検査終了後１ヶ月以内に文書（様式第５号）をもって通知する。
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２　検査結果は、必要に応じ関係機関にも送付するものとする。

（是正改善状況報告）

第�11条　是正又は改善を要する事項の是正改善措置状況については、検査結果通知文書発送日から１ヶ月以

内に文書（様式第６号）により報告を求めるものとする。

２　重要な事項については、必要に応じてその改善状況等を実地により確認するものとする。

３�　短期間に解決を図ることが困難な事項については、改善計画を立てさせ、継続的に指導し、定期的に改善状

況を確認する。

（改善命令等）

第�12条　県は、有料老人ホームの設置者が法第29条第４項から第９項までの規定に違反したと認めるとき、入

居者の処遇に関し不当な行為をし、 又は、 その運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認められると

き、その他入居者の保護のために必要があると認めるときは、当該設置者に対し、その改善に必要な措置をと

るべきことを命ずることができる。

２�　県は、 有料老人ホームの設置者が、 法その他老人の福祉に関する法律で政令に定めるもの若しくはこれに

基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であって、入居者の保護のため特に必要があると認めると

きは、当該設置者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

（改善命令等の公示）

第13条　前条の規定に基づく改善命令を行ったときは、その旨を公示するものとする。

（市町村への通知）

第�14条　設置者に対して第12�条第２項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、関係市町村長に通

知するものとする。

（入居者への支援）

第�15条　第12条第２項の規定による命令をし、 その入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必

要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援

助を行うよう努めるものとする。

（管理台帳）

第�16条　県は、効果的な検査を行うために、有料老人ホーム立入検査管理台帳（様式第７号）を作成し、検査の

終了後必要事項を記入し、整備するものとする。

（補則）

第17条　この要領に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

附則

　この要領は、平成２４年６月８日から施行する。

附則

　この要領は、平成２６年５月２０日から施行する。

附則

　この要領は、平成３０年５月２２日から施行する。
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②自主点検表の活用

立入検査を効率的に進める上で、あらかじめ立入検査の対象となる事業者に「自主点検表」の作成・提
出を求め、検査すべきポイントを事前に絞り込んでおく自治体がある。平成30年調査では、事業者にお
ける自主点検表の作成に取り組む自治体は全体の54％あるが、そのうち作成を義務付けているものが
62.3％、報告を義務付けているものは31.9％となっている。

指導監督の効率化の観点で、自主点検表の作成・報告を求めることは有用であり、未対応の自治体は
積極的に取り組まれたい。以下に具体的な活用事例を示す。
◎自主点検表活用の事例

● 事前に自主点検表を提出してもらい、事業者の現状を把握した上で立入検査を実施し、業務の効率
化を図っている。

● 指導上必要な項目をチェックし業務を効率化している。また、事業者の指導指針の解釈に誤りが
無いか確認するための参考としている。

●立入時、確認公務として業務を効率化している。
● 自主点検表を立入検査の際に活用し、指導の効率化を図っている。ただし、通報等に基づく緊急立

入検査を行う際には自主点検表によらず、通報内容の確認を重点的に行っている。
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◆資料35　自主点検表（大阪府）
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◆資料36　自主点検表（鹿児島県）
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（一部抜粋）
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③虐待・身体拘束事案への対応

虐待等への対応について、設置運営標準指導指針では次のように規定している。身体拘束廃止につ
いては、平成30年度の同指導指針改正によって、事業者の取り組みが介護付きホーム以外のホームにも
拡大され、立入検査項目の対象になったことに注意が必要である。

〇 設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年法律第124
号）に基づき、次の事項を実施すること。

　イ　同法第5条の規定に基づき、高齢者虐待を受けた入居者の保護のための施策に協力すること。
　ロ 　同法第20条の規定に基づき、研修の実施、苦情の処理の体制の整備その他の高齢者虐待の防

止等のための措置を講ずること。
〇 入居者に対するサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為（以下
「身体的拘束等」という。）を行ってはならないこと。

〇 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並
びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

〇身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じなければならない。
　イ 　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、

その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
　ロ　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
　ハ　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

令和元年度の自治体調査で、虐待事案への自治体の対応スキームがあるかを聞いたところ、「ある」が
49.3％、「ない」が50.7％となった。ただし、厚生労働省が策定した対応マニュアルを準用している自治
体の多くが、「独自のスキームはない」と回答した事例が多い。

また、令和元年度の自治体調査では、虐待事案の発生に伴う設置者からの報告様式がある、と回答し
た自治体は、25.4％に留まっている。そこで、複数の事例を示すので参考にされたい。

虐待が発生したホームに対する改善指導の具体的な方法については、自治体によって様々である。
改善報告書のモニタリングや、事後の現地訪問、定期報告を求める、などの取り組みがある。

●ホームから提出された改善報告書により確認する。
●文書指導への改善状況報告書の提出、及び翌年度の実地検査において確認している。
● 改善策の1つとして職員へ虐待研修を行う場合は、改善の報告書とともに、研修を実施したことがわ

かる資料等の提出を求めている。
● 改善事項について、定期的に（例として1か月・3か月・半年、等）報告を求めるとともに必要あれば実

地確認を行う。
● 改善報告を聴取する場を設けたり，無通告で施設を訪問し状況を確認したりするとともに，他事業

での訪問機会の際には状況確認を行っている。
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また、虐待対応を図る上で自治体が抱える課題には、次のようなものがある。

●虐待情報により、事前通知なしで実地検査に入っても、虐待の現場を現認することが難しい。
●設置者の、虐待行為に対する認識不足。
● 原則、虐待が発生した施設への指導は市町が行うが、経験・人員不足等、自治体によって指導方法等

に偏りがある。
●施設職員の発言だけでは、認定が難しいケースが多々ある。（入居者の証言が取れない等）
● 通報があった際の虐待の調査について、聞き取りを行っても平行線をたどる事案が多く、対応に困

難を感じることがある。
● 施設での虐待は密室で行われることが多く、立証が難しい。また、小規模な事業所が多く、虐待した

職員を解雇するだけで、体制の見直しまで行う余裕が無い場合が多い。
● 身体拘束による匿名通報の場合、訪問による任意調査の場合がほとんどの為、当日訪問時に、時間を

かせがれてしまい、その間に柵を外すなどの隠蔽も考えられるので、調査手法には限界がある。
●虐待か不適切ケアかの判断に悩むことがある。
●捜査権がある訳ではないので、虐待の事実認定の困難さを感じる。
● 虐待者として疑われている従業者が虐待行為を完全否定した場合、警察でもない自治体には調査の

限界があると感じる。
● 被虐待者の多くは認知症等により意思疎通が困難であるため、十分な事実確認をすることができな

い。
● 改善計画を、事業所主体で考え、提出いただくが、事案発生の背景の振り返り、問題点・課題の抽出、

課題解決のための具体策の立案、実行を、いかに実態に即した内容のあるものに導くか、が課題。

例えば札幌市では、虐待については調査結果を課長、係長、係員に加え、養護者の虐待を担当している
保健師にも意見を聴き、虐待について判断している。また、まれに「札幌市高齢者虐待対応ネットワー
ク運営委員会」の構成員である弁護士に専門的な意見を求めるなど、法律家の関与を求めている。

自治体の中には、「捜査権限もなく、虐待の判定が困難」、「警察との連携が困難」等の意見があるが、平
成18年、警察庁は、虐待の通報対応上で警察署と自治体が連携を図る上での事務連絡を発出し、この中
で、市町村長から警察署長への「対応援助依頼書」の様式も作成しているので、必要に応じ連携を図られ
たい。

◇資料37　「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（厚生労働省）・・・・・・ P136
◇資料38　報告様式（札幌市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P139
◇資料39　報告様式（長野市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P141
◇資料40　報告様式（北九州市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P160
◇資料41　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の施行を踏まえた

高齢者虐待事案への適切な対応について（警察庁）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P162
◇資料42　身体拘束廃止指針モデル（全国有料老人ホーム協会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P168
◇資料43　身体拘束廃止委員会議事録様式例（全国有料老人ホーム協会）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P171
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◆資料○　◆資料37　「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（厚生労働省）
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◆資料○　◆資料38　報告様式（札幌市）
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◆資料○　◆資料39　報告様式（長野市）
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◆資料○　◆資料40　報告様式（北九州市）
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◆資料41　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の施行を踏まえた
高齢者虐待事案への適切な対応について（警察庁）

各都道府県警察の長　殿

警察庁丙生企発第２７号�

警察庁丙給厚発第６号

警察庁丙地発第８号

警察庁丙刑企発第８号

平成２８年３月１６日

警察庁生活安全局長

警察庁長官官房長

警察庁刑事局長

�

高齢者虐待の防止、 高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の施行を踏まえた�

高齢者虐待事案への適切な対応について

　高齢者虐待の防止、 高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 （平成 17 年法律第 124 号。 以下 「法」

という。） が平成 17 年 11 月 1 日に成立し、 同月 9日に公布され、 本年 4月 1日に施行されることとなった。

　高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、 高

齢者虐待の防止、 養護者の支援等に関する施策を促進し、 もって高齢者の権利利益を擁護することを目的と

して法が制定されたことを踏まえ、 各都道府県警察にあっては、 下記の点に留意して、 高齢者虐待事案への

適切な対応に努められたい。

　なお、 本通達は、 厚生労働省と協議済みであることを申し添える。

記

第 1　認知時における適切な対応

　1　市町村への通報 （法 7条及び法第 21 条関係）

　�　法 7 条第 I 項においては、 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、 当該高齢

者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、 速やかに、 これを市町村に通報しなければならない

こととされ、 同条第 2 項では、 第 1 項に定める場合のほか、 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる

高齢者を発見した者は、 速やかに、 これを市町村に通報するよう努めなければならないこととされた。 また、

法第 21 条第 2 項においては、 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見し

た者は、 当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、 速やかに、 これを市町村に通報し

なればならない旨が、 同条第 3 項においては、 同条第 1 項及び第 2 項に定める場合のほか、 養介護施設

従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、 速やかに、 これを市町村に通報す

るよう努めなければならないこととされた。 したがって、 各都道府県警察において、 警察安全相談、 高齢者

を被害者とする事案等の捜査、 急訴事案や保護の取扱い等の各種警察活動に際し、 高齢者虐待事案を認

知した場合は、 速やかに市町村へ通報をすること。 なお、 介護保険法の改正により平成 18 年 4 月から設置

される地域包括支援センター （別添 2 参照） において、 市町村から高齢者虐待の対応に係る事務の委託を

受け通報受理業務を行うことがあり得る （法第 17 条第 1 項参照） ため、 警察が認知した事案について市町

村と地域包括支援センターのいずれに通報するかについては、 市町村及び地域包括支援センターと協議の

上、 あらかじめ定めておくこと。
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　(1) 通報対象となる事案

　�　原則として、 警察が認知した全ての高齢者虐待事案が対象となる。 なお、 次のような場合にも通報対象と

なるので、 留意すること。

　ア　虐待行為があったことの明確な裏付けができない場合

　�　通報は、 「高齢者虐待を受けたと思われる高齢」 について行うものであるので、 虐待行為を裏付ける具体

的な証拠がない場合であっても、 被害高齢者や関係者の申出内容等から判断して警察が高齢者虐待が行わ

れた可能性があると判断できる事案であれば、 通報をすること。

　イ　加害者が養護者に該当するか判明しない場合

　�　加害者を特定していても、 当該加害者が被害高齢者の養護者に当たるかどうかの判断については警察で

は困難な場合もあり得る。 このような事案については、 加害者が被害高齢者と同居している場合には、 高齢

者虐待事案とみなして市町村に通報をすること。 また、 加害者が親族である場合には、 当該加害者が養護

者に当たらないときも、 高齢者虐待事案の早期発見 ・ 早期対応の観点から、 市町村に通報をすること （例

えば、 同居していない親族による事案や同居している孫による事案などが考えられる。）。

　ウ　認知症に起因する被害妄想が疑われる場合�

　�　認知症が疑われる高齢者から虐待を受けているとの申出があった場合についても、 警察において被害高齢

者が認知症であるか否かの判断は困難であること及び仮に申出が認知症に起因する被害妄想によるもので

あると考えられる場合であっても市町村において揺社的な観点から必要な対応を行う場合もあるため、 通報

をすることとして差し支えない。

　エ　配偶者からの暴力事案に該当する場合

　�　虐待行為が配偶者から行われた場合で、 被害高齢者へ身体に対する暴力がなされているときは、 高齢者

虐待事案であるとともに、 配偶者からの暴力事案にも該当する。 このような事案については、 高齢者虐待事

案として市町村に通報するとともに、 「配偶者からの暴力相談等対応票」 の作成等配偶者からの暴力事案と

しての対応を行うこと （「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の施行に当たっての配偶

者からの暴力事案への適切な対応について」 （平成 13 年 7 月 9 日付け警察庁丙生企発第 36 号ほか）、「配

偶者からの暴力相談等対応票の改正について」 （平成 16 年 11 月 17 日付け警察庁丙生企発第 76 号ほか）

を参照）。 なお、 被害高齢者から保護を求められた場合に、 市町村と配偶者暴力相談支援センターのいずれ

かに引き継ぐかは、 被害高齢者の年齢、 被害高齢者の要望等を踏まえて、 事案に応じて判断すること。

　(2) 通報要領

　�　警察で認知した高齢者虐待事案については、 生活安全部門に集約し、 生活安全部門から市町村に通報す

るものとする。

　�　通報は、 原則として、 別添 3 の高齢者虐待事案通報票により行うものとし、 急を要する場合には、 電話に

より行うものとすること。 通報時点では詳細が判明していない事項については 「不詳 j と記載すれば足り、 調

査に時間を要することにより通報が遅れることのないようにすること。 なお、 高齢者虐待事案通報票の記載要

領については、 別添４を参照すること。

(3) 通報後の措置状況の把握

　�　通報した事案については、 市町村における措置結果を連絡するよう依頼しておくこと。 なお、 通報後１か月

を経過しでも市町村から措置結果の連絡がないときには、 警察から市町村に対して状況を確認すること。

　2　通報以外の措量

　�　高齢者虐待事案については、 市町村に通報するほか、 刑罰法令に抵触する場合は適切に事件化を図るこ

とはもとより、 刑罰法令に抵触しない場合であっても、 事案に応じて加害者へ指導 ・ 警告するなど、 警察とし

て必要な措置を講じること。
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第 2　警察署長に対する援助依頼への対応 （法第 12 条関係）

　1　制度の趣旨

　�　法第 12 条第 1 項においては、 市町村長は、 高齢者の居所又は住所への立入調査に際し、 必要があると

認めるときに警察署長の援助を求めることができることが規定されている。 警察署長の行う援助とは、 市町村

長による職務執行が円滑に�実施できるようにする目的で、 警察が、 警察法、 警察官職務執行法等の法律に

より与えられている任務と権限に基づいて行う措置である。

　�　したがって、 警察官は、 市町村長の権眼行使の補助者ではなく、 調査業務そのものの補助を行うことは適

当ではない。

　2　援助の手続

　�　援助に当たっては、 緊急の場合を除き、 市町村長から高齢者虐待事案援助依頼書 ( 別添５） の提出を求

めた上で、 速やかに市町村長と事前協議を行い、 対応の方法、 役割分担等を検討した上で、 事案に応じた

適切な援助に努めること。 事前協議の窓口は、 生活安全部門において行うこととするが、 実際の援助を行う

要員については、 必要に応じて他部門にも協力を求めること。

　3　援助の要件

　�　警察が援助を行うこととされているのは、 高齢者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときで

ある （法第 12 条第 3 項） ので、 援助の依頼があった場合には、 市町村が行う法第 9 条第 1 項に規定する

事実確認のための措置等の状況を確認し、 その内容によって援助を行うか否かを判断すること。 なお、 援助

依頼を受理したが、 援助を行わないものとした場合には、 その理由や経緯等を記録しておくこと。

第 3　その他

　1　関係部門間の連携

　�　高齢者虐待事案への対応に当たっては、 生活安全部門、 刑事部門、 地域部門、 被害者対策担当部門等

関係部門間で連携を密にすること。

　2　関係機関等との連携

　�　市町村を始め、 都道府県関係部局や民生委員等関係機関 ・ 団体等との連携を強化し、 被害高齢者の立

場に立った的確な措置が講じられるようにすること。

　�　なお、 地域包括支援センターにおいては、 高齢者虐待事案に関わる関係機関等を構成員とする 「高齢者

虐待防止ネットワーク」 を構築することとしているので、 市町村又は地域包括支援センターから警察に対して

当該ネットワークへの参加依頼がなされた場合には、 積極的に応じること。

　3　指導、 教養の徹底

　�　警察における高齢者虐待事案へ適切な対応を推進するため、 法の内容等について、 集合教養、 随時の教

養、 巡回教養等あらゆる機会を活用して警察職員に広く指導、 教養を行うこと。

（以下、 中略。 様式のみ）
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◆資料○　◆資料42　身体拘束廃止指針モデル（全国有料老人ホーム協会）
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 ◆資料43　身体拘束廃止委員会議事録様式例（全国有料老人ホーム協会）
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④事故への対応

ア．設置者からの事故報告について
有料老人ホーム設置運営標準指導指針では、設置者に対して事故予防と発生時の対応を規定してい

る。

●事故予防
　有料老人ホームにおける事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じること。
　一 　事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため

の指針を整備すること。
　二 　事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、

その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。
　三　事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
●事故発生時の対応
　有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じること。
　一 　入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、指定都市又

は中核市及び入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
　二　前号の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
　三 　入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、入居者に対しての損

害賠償を速やかに行うものとすること。

令和元年度に実施した自治体調査（125か所）で、事故報告要領（様式）があるか聞いたところ、「ある」
と回答した自治体が91.1%あった。自治体に報告を求める事故様式については、「具体的な事故内容」
を定める自治体と、「受傷の程度」で定める自治体とに分かれているが、事故の種類を集計・分析する上
では事故内容（例えば、転倒・転落・誤嚥・・・）を項目化することが望ましい。

各自治体が定める事故報告様式は、一般的なものの他に、「事故の種別ごとに区分した様式」、「事故の
重大性により区分した様式」、「報告すべき時点により区分した様式」、等がある。

また、近年では事故報告要領を定める自治体も増加している。設置者から見て、どの程度の事故が報
告対象となるのか、また、報告すべき時点を明確化するためにも、こうした要領の作成が望ましい。

〇事故報告要領について
◇資料44　事故報告要領（北海道）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P176
◇資料45　事故報告要領（香川県）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P178

〇事故報告様式について
【1．一般的な報告様式】
◇資料46　事故報告様式（奈良市）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P180
◇資料47　事故報告様式（豊中市）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P182
◇資料48　事故報告様式（福岡県）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P184

【2．事故の種類ごとに区分した様式】
◇資料49　事故報告様式（和歌山市）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P186
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【3．事故の重大性に鑑みて区分した様式】
◇資料50　事故報告様式（山形市）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P190
◇資料51　事故報告様式（仙台市）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P192

【4．報告すべき時点により区分した様式】
◇資料52　事故報告様式（香川県）　　添付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P194

【5．受傷程度で区分した様式】
◇資料53　事故報告様式（高知市）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P196

なお、設置者が内部用として作成するための様式を、神戸市等では作成している。
◇資料54　事業者用事故報告様式（神戸市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P198
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◆資料○　◆資料44　事故報告要領（北海道）

社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領

１　目的

　この要領は、 生活保護法、 老人福祉法、 障害者総合支援法、 児童福祉法、 就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律、 社会福祉法、 売春防止法及び介護保険法の規定に基づく施設

及び事業所 （以下 「施設等」 という。） において、 入所者又は利用者 （以下 「入所者等」 という。） に対する

サービス提供中の事故、法人役・職員による不法行為、虐待等 （以下 「事故等」 という。） が発生した場合の、

各施設等の事業者から道への報告の取扱いを定め、 事故等発生時において適切かつ迅速な対応をとるととも

に、 事故等の発生要因や再発防止策の実効性を検証し、 入所者等に対するサービスの質の向上及び施設等

の運営の適正化を図ることを目的とする。

２　対象施設 ・事業所

　　別紙１ 「対象施設 ・事業所一覧表」 の施設 ・事業所のとおり。

　　注） 道が指導監督権限を有するものに限る。

３　報告の範囲等

　次の事故等が発生した場合 ､ 【報告様式１－１】 により ､ 別紙１の総合振興局及び振興局 （以下 「総合振

興局等」 という。） の担当課に報告すること。

　なお ､ サービス提供中の事故については ､ 送迎 ･ 通院等の間を含み ､ 事業者の過失の有無を問わない。

(1)�重大な事故等 【直ちに報告すること】

�　ア　入所者等の死亡事故

�　イ　役 ・職員の不法行為 （預かり金着服 ・横領等）

�　ウ　入所者等に対する虐待 （不適切な処遇 （疑） を含む）

�　エ　入所者等の不法行為

�　オ　入所者等の失踪 ・行方不明 （捜索願を出したもの）

�　カ　火災 （消防機関に出動を要請したもの）

�　キ　その他ア～カ以外の事項で、 テレビ ・新聞等で報道された事案 （報道される可能性のある事案を含む）

(2)�上記 (1) 以外の事故 【事故発生後 （又は事故発覚後） ３０日以内に報告すること】

�　ア　入所者等の骨折、 打撲、 裂傷等で、 医療機関への入院 ・通院を要したもの

�　イ　入所者等の誤飲、 誤食、 誤嚥及び誤薬

�　ウ　無断外出 （見つかった場合）

�　エ　その他報告が必要と認められるもの （交通事故等）

注） ・ �入所者等が病気により死亡した場合であっても、 死因等に疑義が生じる可能性のあるときは報告する

こと。

・ 在宅の通所 ・短期入所サービス及び施設サービスにおいては、 利用者が施設等にいる間に限る。

４　報告の様式

　　事故等発生状況報告書 （報告様式１－１）
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５　報告手順及び期限

(1)��各事業者は、 ３の (1) の重大事故が発生した場合は、 事故発生後 （又は事故発覚後） 直ちに、 総合振興

局等の担当課に連絡すること。

(2)��各事業者は、 (1) の速報を行った後、 「事故等発生状況報告書」 （報告様式１－１） を速やかに作成し、 報

告日から７日以内に、 総合振興局等の担当課に提出すること。 また、 参考資料として以下の書類を添付す

ること。

�　ア　利用者のケアプラン、 支援計画、 アセスメント表

�　イ　事故発生時の現場見取り図

�　ウ　法人内部及び施設等において事故の対応を協議した会議録

�　エ　食事に関する事故等については被害者の栄養計画

(3)��各事業者は、 ３の (2) の事故が発生した場合は、 「事故等発生状況報告書」 （報告様式１－１） を作成し、

事故発生後 （又は事故発覚後） ３０日以内に、 総合振興局等の担当課に提出すること。

６　その他留意事項

(1)��重大事故の速報及び事故の種類を問わず「事故等発生状況報告書」 （報告様式１－１）の提出後において、

総合振興局等の担当課から内容を確認することがあるので、 事故の対応等について、 法人内部で協議した

役員会の議事録や会議資料等の関係書類を整理しておくこと。

(2)�別紙２ 「事故報告フロー図」 により、 全体の流れを確認すること。

(3)�本庁が所管している施設等については、 本庁へ直接報告すること。

(4)��各事業者は、 各法令 ・ 通知等に基づき別途、 道、 市町村等及び利用者の保護者 ・ 家族へ報告を要する

ものがあること。

附則

　この要領は、 平成２１年４月１日から施行する。

直近改正　平成２９年６月６日
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◆資料45　事故報告要領（香川県）

有料老人ホームにおける事故発生時の報告マニュアル

香川県健康福祉部長寿社会対策課

（平成２４年�５月２５日制定）

（平成２５年１０月２４日改正）

１　目的

　有料老人ホームは、 サービス提供時に発生した事故について、 その内容や対応状況を県または中核市に報

告することにより、 その報告を受けた県または中核市が、 事故に対する適切な対応や再発防止策に対して、

指導及び助言を実施することにより、 有料老人ホームと県または中核市が連携して、 サービスの安全と質の向

上を図ることを目的とする。

２　有料老人ホームが事故報告を行う範囲

　有料老人ホームは、 次の事由に該当する場合に利用者の家族等への連絡を行うとともに、 県または中核市

に対して速やかに報告を行うこととする。

(1) サービスの提供による利用者のけが等又は死亡事故の発生

(注１)��「サービスの提供による」 とは、 送迎 ・ 通院等の間の事故も含む。 また、 有料老人ホーム敷地内 ・ 居

室内での事故も含む。 ただし、 特定施設入居者生活介護のサービス、 指定居宅サービス提供中に発生

した事故については、 「指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル」 に基づいて、

サービス提供事業者が市町に報告すること。

(注２)��けが等とは、 発生の原因に関わらず、 骨折、 打撲、 出血、 火傷、 誤嚥、 異食及び薬の誤投薬等で医

療機関を受診し、 治療または入院したものを原則とする （原因不明のものも含む）。

(注３)�有料老人ホーム側の過失の有無は問わない。

(注４)��入居者が病気等により死亡した場合であっても、 死因等に疑義が生じる可能性のあるときは報告するこ

と。

(2) 職員 （従業者） の法令違反 ・不祥事等の発生

(注５)�入居者の処遇に関連するものに限る。 （例 ： 利用者からの預り金の横領、 送迎時の交通事故など）

(3) その他、 報告が必要と認められる事故の発生

３　報告の手順

(1) 事故後、 有料老人ホームは第一報を、 ３日以内に県または中核市へ様式１により報告する。

（注１）��次の①～④の事由による、 重大性の高い事故については第一報を電話で行い、 その後報告様式１を

提出する。

①事故により利用者が死亡したもの

②利用者への身体拘束や虐待が事故の原因となっていると思われるもの

③重大な設置運営基準違反があると思われるもの

④職員の不祥事

(2)��事故発生後の処理等が終了後、 様式２により原則２週間以内に報告する。 報告が遅れる場合は、 その旨

を県または中核市に連絡すること。

3　指導監督業務について178



（注２）��事故報告書は、 報告様式１、 ２を標準とするが、 報告様式１、 ２の報告事項が明記されている書式で

あれば代替して差し支えない。

４　中核市から県への報告について

(1)��中核市は、 有料老人ホームから受けた事故報告の内容が、 死亡事故の場合は、 有料老人ホームからの

報告書の写しを５日以内に県に提出するものとする。

(2)��中核市は、 有料老人ホームから受けた当該年度の事故報告について、 別紙様式により、 翌４月末日まで

にメールにて、 県に報告するものとする。 （(1) の報告を含む。）

５　報告の活用等について

　県において報告内容を取りまとめ、 サービスの安全の確保と質の向上を行うための基礎資料として活用する。

　なお、 当該報告は有料老人ホームの事故に対する過失の有無を判断するためのものではない。

（附則）

　このマニュアルは、平成 25年 10 月 24 日から施行し、平成 25年 11 月１日以降に発生した事故から適用する。
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◆資料46　事故報告様式（奈良市）
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◆資料47　事故報告様式（豊中市）
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◆資料48　事故報告様式（福岡県）
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◆資料49　事故報告様式（和歌山市）
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◆資料50　事故報告様式（山形市）
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◆資料51　事故報告様式（仙台市）
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◆資料52　事故報告様式（香川県）
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◆資料53　事故報告様式（高知市）
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◆資料54　事業者用事故報告様式（神戸市）
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(1)
(2)
(3)

30

◆資料55　事故対応フローチャート（兵庫県）

イ．自治体の事故対応スキームについて
令和元年度の自治体調査で、自治体としての対応スキーム(行政処分までの手続きの流れ)があるか聞

いたところ、「ある」と回答した自治体が16.1％、「ない」と回答した自治体が83.9％に上った。
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また、事故対応事務上の課題について、調査では以下のような意見が寄せられた。
● 事故報告書の提出件数が非常に多くなっており、報告すべき案件の基準を整理する必要があると

感じている。
● 事故報告書の県への提出が徹底されていない。施設の事故対応、家族への説明が不十分なため家

族から県へ苦情相談が多い。
●施設等従事者が行政機関等に報告が必要な事故及び手順等の周知・徹底。
●施設によって報告のレベルが異なる。
●事故から一週間以内に事故報告書の提出を求めているが、提出が遅れる事業者が多いこと。
● 県や市町村が独自に様式を定めていると、事業所がその様式に合わせてそれぞれに作成しなけれ

ばならないので負担が大きい。かといって、県に市町村の様式を提出されると県で統計処理を行
ううえで必要なデータが完備されていないことがあるため、市町村の様式でも可とは言い難い。

●事業者から自治体によって取り扱いが異なると言われて困る。

こうした課題への対応としては事故報告要領・様式等を策定し、設置者、自治体双方が報告すべき事
故内容や提出時期等を共通理解とすることが考えられる。また、報告様式については自治体意見交換
会の場で、全国共通の様式にしてほしい、との意見が出されている。

●入居者が自分で転倒した場合の対策には限界がある、と設置者から言われることが多い。
● 住宅型有料老人ホームの報告提出範囲（ホーム職員がいないとき、居住者自らが起こした事故の取

扱いについて等）が明確ではない。（介護付きの場合については全て提出することとしている。）
● 共有スペース、例えば食堂で起こった事故は報告するが、自室で起こった事故は、家で起こった事

故で施設長の管理外だから報告しなくてもよいだろう、と言われた事がある。
●事故発生の原因分析や再発防止策の検討が十分でない施設に対する効果的な指導。
●再発防止のための原因分析の必要性に対する事業所の認識不足。
●施設からの事故報告の提出が遅く、後に虐待の疑いでの通報など大きな事案になる可能性がある。
●再発防止策等の指導方法。

職員が介在しない場面で入居者が自分で転倒した場合について、事故報告の対象とする自治体と報
告不要とする自治体に分かれている。しかしながら、近年ではホーム側の安全配慮義務の責任範囲が
こうした事故にも適用され、損害賠償の対象となるケースがあるため、設置者への注意喚起が必要であ
る。
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近年の裁判例では、入居者が居室内で一人で転倒した場合でも、設置者の過失責任が認容され、損害
賠償の対象なるケースが増えてきていることに注意が必要である。

全国有料老人ホーム協会では、「ケアリスクマネジメントモデル（CRM）」を策定し、会員事業者におけ
る効果的な事故分析、及び再発防止策の実践をサポートしている。

なお、設置者からの事故報告に基づいて指導監督を行ったことのある自治体は半数を超えており、適
切な報告が指導監督につながったケース（入居者への虐待、事故対応のPDCA、構築、等）があることか
ら、事故対応については積極的な取り組みを図っていただきたい。

◆資料56　設置者の法的責任（全国有料老人ホーム協会）

◆資料57　事故判例

■大阪地裁　平成 19 年 11 月 7 日判決　一部認容一部棄却　確定■�< グループホーム >

[ 事件の概要 ]

　認知症対応型共同生活介護 ( グループホーム ) に入居中の高齢者が、 自室のベッドから転落し受傷した事故

につき、 施設経営者に安全配慮義務違反があるとして損害賠償責任が認容された事例。

[ 争点 ]

　ベッドからの転落事故についての債務不履行責任と安全配慮義務違反の有無。

　度重なる転落についての過失責任。

[ 結論 ]

　平成１５年１１月２０日にベッドから転落、 一週間後の２７日にも転落、 １２月４日にもベッドから落ちそうになっ

ていたのを職員が発見し、 ベッドサイドに椅子を置き対応。 １２月２３日ベッドにすれすれに寝ていたのを職員が

気づいて移動、

　平成１６年１月３０日にベッドから転落、 左大腿部頚部骨折により入院したことを考え合わせるとベッドからの

転落事故が多発しているにもかかわらず、 転落防止に十分な措置を取らなかったことに、 本契約上負っている

安全配慮義務につき債務不履行責任が生ずる。
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◆資料58　事故防止委員会規定例（全国有料老人ホーム協会）

（目的）

第�１条　当ホームは、 サービス提供上の事故防止のため、 ケアリスクマネジメント委員会 （以下、 「委員会」 と

いう。） を設置する。

（活動内容）

第２条　委員会は、 前条の目的を達成しるために、 法人代表者の諮問を得て以下の活動を行う。

　①事故防止対策の検討及び事例分析

　②事故防止のために実施する職員教育内容の検討

　③事故防止のために行う法人代表者への提言

　④その他、 事故防止に関する諸種の検討

（委員等）

第３条　委員会は、 法人代表者の任命により、 以下の委員をもって構成する。

　リスクマネージャー� １名

　課長職� 〇名

　介護職員� ○名

　看護職員� 〇名

（委員会の開催）

第�４条　委員会の開催は、 委員長が招集し、 概ね毎月 1 回開催する。 ただし必要に応じて臨時に開催できる

ものとする。

２　会議の記録を議事録としてまとめ、 社内回覧する。

３　委員会の開催に当たり、 委員長は関係部署に対し必要な資料の提出を求めることができる。

（事故発生時の対応）

第５条　ホーム名で事故が発生した場合、 委員会は委員長を外部対応の窓口として必要な業務を行う。

２　委員会は、 事故原因の分析のため関係部署に報告等を求めることができる。

３　委員会は、 事故に係る最終的な報告書をまとめ、 法人代表者に提出する。

（事故防止マニュアルの作成）

第６条　委員会は、 事故防止に関わるマニュアルを作成し、 全職員に対し周知徹底を図るよう努める。

（守秘義務）

第７条　委員は、 委員会の諸活動に係る情報について、 委員会の承諾なく第三者に公開してはならない。
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◆資料59　事故対応指針（全国老人保健施設協会）

事故発生の防止及び発生時対応の指針＜雛形＞

（総則）

１�． この指針は、 ○○○における介護 ･ 医療事故を防止し、 安全かつ適切に、 質の高い介護 ･ 医療を提供す

る体制を確立するために必要な事項を定める。

（委員会の設置）

２�． 前条の目的を達成するために、 当施設に 「事故発生の防止のための委員会」 （以下 「委員会」 と略す）

を設置する。

（１） 委員会は、 次に掲げるもので構成する。

　　ア　施設長 （管理者）

　　イ　事務長

　　ウ　医師

　　エ　看護職員

　　オ　介護職員

　　カ　支援相談員

（２） 上記職種より委員長を選任し、 委員長は安全対策担当者を務める。

（３） 委員会は委員長が召集し、 議論すべき事項は、 委員にあらかじめ通知する。

（４） 委員会は、 毎月 1回の定例開催及び委員長の判断による臨時会を開催する。

（５） 委員会は実際の紛争対応にあたる紛争対応チームを内部に設ける。

　　紛争対応チームに関する規程については別に定める。

（６） 委員長は、 必要と認めるときは、 参考人として関係職員の出席を求め、 意見を聴取することが出来る。

（７） 委員長は、 委員会の内容を管理者に報告する。

（事故発生の防止のための職員研修に関する基本方針）

３�． 委員会において策定した研修プログラムに基づき、 職員に対し年２回 「事故発生の防止のための研修」

を実施するほか、 新規採用者がある場合は、 その都度、 「事故発生の防止のための研修」 を実施する。

（事故等発生時の対応に関する基本方針）

４． 事故等発生時には、 別に定める発生時の対応に基づき適切に対処する。

（入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針）

５�． 本指針は、 各階ナースステーションに常備し、 入所者等から閲覧の求めがあった場合は、 朝９時～夕５時

までの範囲内で、 閲覧させるものとする。

（委員会の任務）

６�． 委員会は、 管理者の命を受け、 所掌業務について調査、 審議するほか、 所掌業務について管理者に建

議し承認されたものについて実行し、 調査、 審議の結果については、 管理者に報告するものとする。

（所掌業務）

７． 委員会は、 次に掲げる事項を所掌する。

（１） 〈安全対策に関する事項〉

　　ア�　報告システムによる事故及びひやり ･ はっと事例の収集、 分析、 再発防止策の検討 ・策定、 防止策の

実施、 防止対策実施後の評価に関すること。

　　イ�　報告システム以外からのリスクの把握、 分析、 再発防止策の検討 ･ 策定、 防止策の実施、 防止対策

実施後の評価に関すること。
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　　ウ　介護 ･ 医療安全対策のための職員に対する指示に関すること。

　　エ　介護 ･ 医療安全対策のために行う提言に関すること。

　　オ�　介護 ･ 医療安全対策のための研修プログラムの検討及び実施、 広報 （開示を含む） 及び出版の実行

に関すること。

　　カ　その他、 介護 ･ 医療安全対策に関すること。

（２） 〈紛争対策に関する事項〉

　　ア�　紛争対応チームから報告される紛争の分析 ･ 再発防止策の検討 ･ 策定、 再発防止策の実施、 再発防

止対策実施後の評価に関すること。

　　イ　再発防止策のための職員に対する指示に関すること。

　　ウ　再発防止策のために行う提言に関すること。

　　エ　再発防止策のための研修プログラムの検討及び実施、 広報及び出版の実行に関すること。

　　オ　その他、 紛争に関すること。

　　カ　家族関係者、 行政機関、 警察、 報道機関などへの対応

（個人情報の保護）

８． 委員は、 個人情報保護のため以下の事項を遵守する。

（１） 委員は、 委員会で知り得た事項に関しては委員長の許可なく他に漏らしてはならない。

（２�） 委員は、 委員長の許可なく事故報告書、 ひやり ・ はっと報告書、 分析資料、 委員会議事録事故調査報

告書等の事故、 紛争、 ひやり ・はっと事例に関しての全ての資料を複写してはならない。

（３�） 委員は、 委員長の許可なく事故報告書、 ひやり ･ はっと報告書とその統計分析資料等を研究、 研修等で

利用してはならない。

（安全対策担当者）

９． 介護 ･ 医療安全対策に資するために、 安全対策担当者を置く。

（１） 安全対策担当者は管理者が任命する。

（２） 委員長が安全対策担当者の統括を行う。

（３） 安全対策担当者は、 委員長より以下の権限を与えられる。

　　ア　「事故」 及び 「ひやり ･ はっと」 事例の報告システムの管理を行なう。

　　イ　報告システムによって収集した事例について、 医師を含む関係職員への面談、 事実関係調査を行う。

　　ウ　報告システム以外からリスクを把握し委員会への報告を行なう。

　　エ　委員会で策定した防止策の実行指導 ･ 支援、 改善点検を行なう。

　　オ　介護 ･ 医療安全対策に関する職場点検と改善を行なう。

　　カ　介護 ･ 医療安全対策に関する情報収集を行なう。

　　キ　介護 ･ 医療安全対策に関する研修計画立案を行なう。

　　ク　介護 ･ 医療安全対策に関する施設内調整を行なう。

　　ケ�　報告システムによって収集した事例の原因分析及び防止対策を、 委員会で策定する際のまとめ役を担

う。

　　コ　その他の介護 ･ 医療安全対策に関する活動を行なう。

　　サ　活動内容について委員会に報告を行なう。

（報告システム）

10． 報告システムを以下のとおりとする。
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（１） 〈事故報告〉

　施設内で介護 ･ 医療事故が発生した場合、 当該事故に関与した職員は、 応急処置又はその手配、 拡大防

止の措置及び上司への報告など必要な処置をした後、 速やかに別に定める 「事故報告書」 を安全対策担当

者に提出する。 事故報告を受けた職員は、 直ちに管理者 （管理者が何らかの理由により不在の場合は、 予

め定められた順位の者） に報告し、 管理者は安全対策担当者及び所要の職員に事故内容を伝達するとともに

対応を指示する。 事故対応終了後、 安全対策担当者は当該事故の評価分析を行ったうえで、 委員会に報告

する。

（２） 〈ひやり ・ はっと事例報告〉

　施設内でひやり・はっと事例が発生した場合は、関係した職員は別に定める「ひやり ･ はっと報告書」を作成し、

安全対策担当者に報告する。 安全対策担当者は、 報告されたひやり ・ はっとをとりまとめたうえで、 委員会に

報告する。 また、「ひやり・はっと報告書」 は個人情報保護に配慮した形で取りまとめの上、関係職員で共有し、

介護 ・ 医療事故、 紛争の防止に積極的に活用する。 なお、 ひやり ･ はっと事例を提出した者に対し、 当該報

告を提出したことを理由に不利益処分を行わない。

（職員の責務）

11�． 職員は日常業務において介護 ･ 医療の安全と安心を確保するために、 利用者との信頼関係を構築すると

ともに、 介護 ･ 医療事故の発生の防止に努めなければならない。

（記録の保管）

12． 委員会の審議内容等、 施設内における事故に関する諸記録は○年間保管する。

（指針等の見直し）

13． 本指針等は委員会において定期的に見直し、 必要に応じて改正するものとする。
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⑤都道府県と基礎自治体との情報共有

令和元年10月28日に開催された社会保障審議会介護保険部会では、都道県と基礎自治体との情報共
有について、以下の指摘がなされた。

・ 現在、有料老人ホームについては、都道府県に届出を行い、また、サービス付き高齢者向け住宅は都
道府県に登録を行っており、指導監督等も都道府県から受ける仕組みとなっている。

・ また、サービス付き高齢者向け住宅については、都道府県に登録があった場合、その旨が市町村に通
知される一方、有料老人ホームでは、届出された情報について、少なくとも法令上は市町村に通知す
る規定は存在しない。また、市町村と情報共有している場合であっても、文書による通知をしてい
ない自治体も約４割存在している。

・ このように、特定施設の指定を受けていない有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅につい
ては、都道府県中心にその登録・届出や指導監督がなされており、市町村からの関与が薄い。

（論点）
○ 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の質を確保するため、行政、特に、保険者である市町

村の正しい現状把握と関与の強化が考えられるが、どのような方策が考えられるか。例えば、都道府
県に届け出られた住宅型有料老人ホームに係る情報について市町村に通知し、市町村がこれらを把
握できるようにすることや、把握した情報を介護保険事業計画に記載しておくこと、在宅サービスを
指定する際に都道府県知事に市町村長が意見を申し出ることを促すこと、在宅サービスの利用状況
の確認を促すこと、介護保険事業計画上把握可能な特定施設に誘導していくことなどが考えられる
が、どうか。

令和元年度に実施した自治体調査で、都道府県に対し基礎自治体との連携について聞いたところ、
「ある」が78.3％、「ない」が21.7％であった。主な連携方法は次のとおりである（重複回答）。

情報共有 91.7%
合同会議の開催 44.4％
集団指導の共催 22.2％
監査への同行 11.1％
その他 19.4％

また、具体的な連携内容の例は以下のとおりである。

● 入居者に対する虐待に関する情報提供があった際には、施設所在地市町村と情報共有を図りつつ、
必要に応じて、高齢者虐待防止法に係る虐待判断権限を有する市町村同行の上、監査を実施して
いる。

●監査等を実施する際に，必要に応じて事業所所在地市町村の職員の同行を依頼している。
●介護保険などと連携し情報共有を行っている。
● 県の実地検査結果は区市町村へ、区市町村の実地検査結果は県へ情報提供し情報共有を図って

いる。
●立入検査結果の提供
●指導方針、届出状況、未届施設、事故報告、苦情相談、立入検査等適宜情報を共有している。
● 「県内市町村有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の指導方針に関する連絡調整会議」（年

２, ３回）
● 権限移譲市町村及び介護保険の保険者と適宜合同立入検査を実施。未移譲市町村とは適宜同行立

入検査の実施。

3　指導監督業務について206



●集団指導の案内、未届有料老人ホーム調査
●虐待等の通報があった場合は、基礎自治体と情報共有を行い、対応を検討している。
● 介護保険サービス事業所等に併設している有料老人ホームについて、指導監査への同行を依頼し

ているほか、各市町から提供される有料老人ホームの設置に関する情報を踏まえ未届の有料老人
ホームを把握している。

具体的な連携方法について、令和元年度の自治体調査（都道府県回答分）では、虐待発生時の基礎自
治体からの連絡や対応ルールを定めているか聞いたところ、「定めている」が70.7％、「定めていない」が
29.3％であった。

● 高齢者虐待防止法に規定されるとおり、現地確認等は基本的に市町村が行い、県に報告する。市町
村だけで対応が難しく、老人福祉法の行使が必要であると認めるとき等は、県が協力して確認を
行う。

●虐待が疑われる案件が発覚した時点で、市町村から県に内容について連絡を行う。
● 高齢者虐待の通報を受けた市町村は、高齢者虐待防止法に基づき、施設の立入調査、利用者への聴

き取り等により事実確認を行い、県にその結果を報告する。高齢者虐待が確認された場合、県は老
人福祉法に基づき施設の立入検査を行い、事業者に改善を指導する。虐待の状況によっては行政
処分を行う。

●「 市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（平成30年3月厚生労働
省老健局）に基づき、適宜の連絡及び虐待認定された場合は文書による報告をするよう求めている。

● 自治体において、虐待の事実が確認できた日の属する月を基準月とし、翌月５日までに担当地方局
（地域福祉課）へ報告する（悪質なケース等、県の迅速な対応を要するものは除く。）。地方局は毎月
10日までに前月分の報告内容を集計し、報告書を作成の上、県へ提出する。

● 県所管の有料老人ホーム等であった場合は、状況に応じて同行するため、市町村に通報があった際
に、県にも相談するように伝えている。

また、一部の中核市において、都道府県との連携フローを定めているところがある。
都道府県と基礎自治体との連携・情報共有については、設置者の指導監督権限が都道府県にあって

も、虐待事案への対応を含め、日常的に基礎自治体が関わる場合に、ホームの基本的な情報がない中で
対応を行うことは極めて困難であることから、都道府県においては「届出情報」や「指導監督情報」の基
礎自治体への共有等を積極的に図る必要がある。

◇資料60　都道府県との連携フロー（青森市）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P208
◇資料61　都道府県との連携フロー（静岡市）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P209
◇資料62　都道府県との連携フロー（和歌山市）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P210
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◆資料60　都道府県との連携フロー（青森市）
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◆資料61　都道府県との連携フロー（静岡市）
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◆資料62　都道府県との連携フロー（和歌山市）
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4 行政処分・罰則について
老人福祉法に規定する行政処分には、改善命令と事業停止命令がある。
このうち改善命令は、何らかの方法で指導監督が行われ、再三の指導に関わらず事業者に改善がみら

れない場合に行われる行政処分である。また、再三の指導に関わらず改善がみられず、そのことが入居
者の安心や安全を脅かすものであるとき、地方自治体は事業停止命令を行うことができる。

事業停止命令を行った場合、事業者は生活支援、食事、介護等のサービス提供を行うことが禁止され
る。このため、入居者の生活が結果的に立ちいかなくなるため、法令上で地方自治体には入居者の住み
替え先を紹介するなどに努めなければならない。

全国の自治体において直近3年間で行われた改善命令は8回と少なく、事業停止命令は発出されてい
ない。改善命令の多くは、入居者への虐待事件に伴うものである。

各自治体が行政処分の権限を有しながらこれまでに処分実績が少ない理由について調査したとこ
ろ、多くの自治体からは「判断基準がないから」「告発を伴うため慎重にならざるを得ない」、等の意見が
寄せられた。

他方で、令和元年度の自治体調査では、平成28～30年度で「文書指導」を行った件数は1自治体当たり
1.5件あった。内容では虐待案件が最も多く、職員の窃盗事件に関するものもあった。

行政処分を行う上での課題として、各自治体から多くの意見が寄せられている。
● 行政処分事案とすべき標準的な判断基準や行政処分に係る行政手続法上のフローを確立していない

点。
●有料老人ホームについては指導指針であるため、行政処分となる明確な基準がないこと。
● 老人福祉法において事業停止命令が創設されたが、実際に入居者が居住している有料老人ホームに

対して事業停止命令を出すのは困難なのではないか。
● 設置届の提出を拒否する未届有料老人ホームにおいて不正事案が発生し、行政処分を行う場合の対

応。
● 介護保険事業所の介護報酬のように具体的に公金が支払われているわけでもないため、事業停止命

令等の行政処分の実効性がどの程度あるのかが分からない。
● 平時より有料老人ホーム関係の事務に携わる職員が十分に配置されていないなか、不適正な運営等

を確認するために実施する特別検査や行政処分を行うにあたり、行政手続法に基づく聴聞事務等に
従事する職員を確保することができない。

●明確な処分基準を設けにくいため、基準のひな型のようなものを国から示されるとありがたい。
● 各自治体で行政処分の基準があると思うが、この基準で良いのかどうかがわからないことがある。

基準の根拠や対応が難しいことがあるため、処分することの困難さを感じている。
●国が処分基準を示していないため各自治体にばらつきがある。
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〇改善命令について
老人福祉法
第29条
13　都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第4項から第9項までの規定に違反したと認める

とき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をした
と認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その
改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

15　都道府県知事は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第39条
　第18条の2第1項又は第29条第13項の規定による命令に違反したものは、6月以下の懲役又は

50万円以下の罰金に処する。

〇事業停止命令について
老人福祉法
第29条
14　都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で

定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であって、入居者
の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命
ずることができる。

15　都道府県知事は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
16　都道府県知事は、介護保険法第42条の2第1項本文の指定（地域密着型特定施設入居者生活介

護の指定に係るものに限る。）を受けた有料老人ホームの設置者に対して第14項の規定による命
令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。

17　都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第14項の規定による命令を受けたとき、その他入
居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対
し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとす
る。

第38条　第20条の7の2第2項の規定又は第29条第14項の規定による命令に違反した者は、1年
以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

第41条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
業務に関し、第38条（第29条第14項に係る部分に限る。）又は前2条の違反行為をしたときは、行
為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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以下に、過去の行政処分等の事例を示すので参考にされたい。
【1．改善命令】
◇資料63　愛知県（令和元年／住宅型有料老人ホーム、併設居宅サービス事業所における虐待事案に対する、

老人福祉法に基づく改善命令）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P216
◇資料64　神奈川県（令和2年／不適切な施設運営を行い再三の改善に従わない設置者への改善命令）・ ・・ P218
◇資料65　旭川市

（平成30年／職員による複数回に及ぶ入居者への暴行、管理者の不在、等に対する改善命令）・・・ P220
◇資料66　熊本県（令和元年／住宅型有料老人ホームの併設事業所に対する介護保険法上の処分）・ ・・・・ P221
◇資料67　鹿児島県

（平成30年／施設の不適切な運営に対する再三の指導に従わないことによる業務改善命令）・・・ P222
◇資料68　宮城県（平成30年／サ高住で発生した虐待事件に対する改善命令）・ ・・・・・・・・・・・・・・ P223
◇資料69　三重県（平成30年／施設内での虐待事件に対する改善命令）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P224

【2．改善勧告】
◇資料70　札幌市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P225

【3．再改善通知】
◇資料71　鳥取県（平成29年／再度の業務改善を求める通知）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P226

【4．指導事項】
◇資料72　那覇市（指導事項の参考例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P227
◇資料73　川崎市（虐待事案発生時の指摘事項例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P228
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◆資料63　�愛知県（令和元年／住宅型有料老人ホーム、併設居宅サービス事業所における虐待事案に
対する、老人福祉法に基づく改善命令）

（発表資料）

有料老人ホーム及び介護サービス事業所への行政処分について

　愛知県では、有料老人ホームに対する老人福祉法第29条第13項の規定に基づく「改善命令」、及び介護サー

ビス事業所に対する介護保険法第 77 条第 1 項の規定に基づく「行政処分（指定の一部効力の停止）」を下記

のとおり行うこととし、 本日、 施設 ・事業所を運営する法人に対し当該処分について通知しました。

１． 施設 ・事業所の概要

運営する法人

　法人名　〇〇〇

　代表者　〇〇〇

　所在地　〇〇〇

施設 ・事業所概要

(1)�有料老人ホーム〇〇〇

�　種別　住宅型有料老人ホーム

�　所在地　〇〇〇

�　届出日　平成○○年〇月〇日（平成○○年〇月〇日開設）

(2)�ヘルプサービス〇〇〇

�　種別　訪問介護

�　所在地　〇〇〇

�　指定年月日　平成○○年〇月〇日

２． 処分内容

有料老人ホーム〇〇〇

　改善命令（再発防止計画を策定し、 適正に実施すること）

ヘルプサービス〇〇〇

　指定の一部効力の停止（平成○○年〇月〇日から新規利用者の受入れ停止 3 か月）

３． 処分理由

有料老人ホーム〇〇〇

(1)�入居者に対する身体的虐待及び心理的虐待（老人福祉法第 29 条第 13 項該当）

�　職員 2名が入居者 1名に対し、 暴言を吐いたり、 暴力を振るったりした。

(2)�不適切な身体拘束の実施（老人福祉法第 29 条第 13 項該当）

�　�入居者 14 名に対し、 柵に紐やベルトで四肢を固定する過剰な身体拘束など不適切な身体拘束が実施され

ていた。
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ヘルプサービス〇〇〇

　人格尊重義務違反（介護保険法第 77 条第 1項第 5号該当）

　�　訪問介護のサービス提供時間中に、 12 名の利用者に対し、 その必要性を検討することもなく、 四肢を固定

するなどの過剰な身体拘束が実施されていた。

　�　これは、 介護保険法第 74 条第 6 項に規定される「指定居宅サービス事業者は、 要介護者の人格を尊重す

るとともに、 この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、 要介護者のため忠実にその職務を遂行しなけれ

ばならない。」という義務規定に違反している。

【参考】　身体拘束を行う際の要件について 〈次の 3 要件をすべて満たすことが必要〉

• 切迫性� ： 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合

• 非代替性 ：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと

• 一時性� ： 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

４． 経緯

平成○○年

　〇月〇�日　〇〇〇市から、 有料老人ホーム等において職員 2名が入居者 1名に対し身体的虐待及び心理的

虐待を行ったとの報告を受理。 今回の虐待案件は、 悪質なケースであり、 共同して指導を行ってほし

いと要請があった。

　〇月〇日　有料老人ホームの立入検査及び介護サービス事業所の実地指導

　〇月〇日及び〇日　有料老人ホームの立入検査及び介護サービス事業所の実地監査

　〇月〇日　介護サービス事業所に書類の提出命令

平成○○年

　〇月〇日　介護サービス事業所の実地監査

※�〇月〇日から〇月〇日までの立入検査等において、 職員からの聞き取りや施設 ・ 事業所が作成している記

録等から運営状況等について検査を行い、 上記 3の処分理由が確認された。
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◆資料64　�神奈川県（令和2年／不適切な施設運営を行い再三の改善に従わない設置者への改善命令）

有料老人ホームに対する改善命令について

　有料老人ホーム〇〇〇に対して実施した老人福祉法に基づく立入検査等の結果、 次のとおり当該有料老人

ホームに対し改善を命ずることとし、 本日、 事業者に通知（指令書を交付）しました。

１． 有料老人ホーム名　　〇〇〇

　設置者　〇〇〇　　代表取締役　〇〇〇

　所在地　〇〇〇

　届出日　平成○○年〇月〇日

２． 不利益処分（改善命令）の年月日

　令和〇年〇月〇日（〇曜日）

３． 不利益処分（改善命令）の理由

　令和〇年○○月○○日付けで県が通知した文書指摘事項について、 令和〇年〇月○○日を最終期限として

改善報告書等の提出を求めたが、 次の事項が改善できておらず、 老人福祉法第 29 条第 13 項による 「その

他入居者の保護のため必要があると認めるとき」 に該当するため。

　改善ができていないことが確認された事項

　(1) 職員の配置、 研修について

　�　入居者の健康の保持及び生活の安定のために必要な職員数が配置されておらず、 職員のために必要な研

修の実施が不十分な状態である。

　(2) 施設の管理 ・運営について

　�　非常災害訓練の未実施、 大規模災害等発生時に備えた水・食料、 その他の備えを保管しておらず、 電気、

ガス等のライフラインが寸断された場合に備えた点検も未実施である。

　�　入居者からの苦情を解決する手段を講じておらず、 事故発生時の原因分析、 再発防止の取組についても

不十分である。

　　運営懇談会で行われるべき内容について、 入居者への説明、 意見照会が行われていない。

　(3) サービス等について

　　入居者に食事サービスを適切に提供できる体制を整備していない。

　　入居者の健康状態の把握や健康保持のための適切な措置を講じていない。

　　金銭管理規程に基づく管理ができていない。

　　高齢者の虐待防止のための適切な措置を講じていない。

　　身体的拘束の適正化の取組みについて適切な措置を講じていない。

　以上 (1) から (3) の事項について、 改善できていないため、 「その他入居者の保護のため必要があると認め

るとき」に該当する。
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４． 改善を命じた事項の報告期限

　令和〇年〇月○○日（〇曜日）

＜参考＞ 「老人福祉法」 （昭和 38 年法律第 133 号）（抜粋）

第 29 条第 13 項（改善命令）

　都道府県知事は有料老人ホームの設置者が第 4 項から第 9 項までの規定に違反したと認めるとき、 入居者

の処遇に関し不当な行為をし、 又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、 その他入

居者のため必要があると認めるときは、 当該設置者に対して、 その改善に必要な措置をとるべきことを命ずる

ことができる。
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◆資料65　旭川市（平成30年／職員による複数回に及ぶ入居者への暴行、管理者の不在、等に対する改善命令）

老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について

１　趣旨

　有料老人ホーム事業者である〇〇〇に対し， 老人福祉法（昭和３８年法律１３３号）第２９条第１３項の規定に

基づく行政処分を平成○○年○○月○○日に行いました。

２　対象事業者等

　（１） 事業者

　　法人名 ：�〇〇〇

　　代表者名 ：�〇〇〇

　　所在地 ：�〇〇〇

　（２） 施設

　　施設名 ：�住宅型有料老人ホーム〇〇〇

　　所在地 ：�〇〇〇

　　類型 ：�住宅型

３　処分の内容

　老人福祉法第２９条第１３項に基づき， 改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。

４　処分の理由となる事実

　 ・ �当該施設の職員が入居者に対し故意に暴行した結果， 外傷性くも膜下出血という怪我を負わせたほか，

過去にも複数回暴力を振るっていた。

　 ・ �平成○○年〇月〇日から平成○○年○○月〇日まで管理者が不在であり， 職員の管理体制が不十分で

あった。

５　改善命令の内容

　 ・ 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。

　 ・ �職員の管理，業務の実施状況の把握，その他の管理を一元的に行う立場として管理者を配置するとともに，

今後， 変更が生じたときは， 一月以内に届出を行うこと。
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◆資料66　熊本県（令和元年／住宅型有料老人ホームの併設事業所に対する介護保険法上の処分）

介護保険法に基づく指定の一部の効力の停止について

　〇〇〇（〇〇市）が運営する、 指定訪問介護事業所、 指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事

業所に対して、 介護保険法に基づく指定の一部の効力の停止（新規利用者の受入の停止６か月）を行いました

のでお知らせします。

１　事業者等

（１） 事業者名�〇〇〇（代表取締役�〇〇〇）

� 所在地 ：〇〇〇

（２） 事業所名�

� ①�〇〇〇

� 　所在地 ：〇〇〇

� 　サービスの種類 ：訪問介護

� ②�〇〇〇

� 　所在地 ：〇〇〇

� 　サービスの種類 ：訪問看護

� ③�〇〇〇

� 　所在地 ：〇〇〇

� 　サービスの種類 ：介護予防訪問看護

２　処分内容

　指定の一部の効力の停止（新規利用者の受入の停止６か月）

３　停止期間

　令和〇年（〇〇年）〇〇月○○日から令和〇年（〇〇年）〇月○○日まで

４　処分理由

【指定訪問介護事業所 ・指定訪問看護事業所】

　（１） 人格尊重義務違反（介護保険法第７７条第１項第５号該当）

　（２） 運営基準違反（介護保険法第７７条第１項第４号該当）

　（３） 虚偽書類の作成及び虚偽報告（介護保険法第７７条第１項第７号該当）

【指定介護予防訪問看護事業所】

　（１） 人格尊重義務違反（介護保険法第１１５条の９第１項第５号該当）

　（２） 運営基準違反（介護保険法第１１５条の９第１項第４号該当）

　（３） 虚偽書類の作成及び虚偽報告（介護保険法第１１５条の９第１項第７号該当）
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◆資料67　鹿児島県（平成30年／施設の不適切な運営に対する再三の指導に従わないことによる業務改善命令）

１． 有料老人ホームの設置者の名称及び主たる事務所の所在地

　〇〇〇〇／〇〇〇〇〇

２． 有料老人ホームの名称及び所在地

　〇〇〇／〇〇〇

３． 命令の内容

　法人が経営する有料老人ホーム 「〇〇〇」 について， 老人福祉法に基づき県に届出のあった事項が履行さ

れる体制を早急に確保し， 入居者の心身の健康の保持及び生活の安定に必要な措置を講ずること。

　また， 平成〇年〇月●日 （〇曜日） までに必要な措置に係る改善計画書を提出すること。

４． 命令を行う理由

　平成〇年〇月〇日に聞き取り調査を， 同〇日に老人福祉法に基づく立入検査を実施した結果， 特に職員の

配置や入居者に提供するとした介護に関するサービス内容について， 施設の現況と重要事項説明書等の内容

とに齟齬を来していることが確認された。

　同〇日に入居者の処遇に万全を期すよう行政指導を行い， 同〇日に改めて施設を訪問し， 対応状況を確認

したところ， 体制に一定の改善は見られたものの， 重要事項説明書等の内容に鑑みれば， 一層の改善が必

要であると判断された。

　このことは， 老人福祉法第 29 条第 13 項に規定する 「その他入居者の保護のため必要があると認めるとき」

に該当する。

５． 命令年月日

　平成〇年〇月〇日�

（参考） 老人福祉法関係条文抜粋

（有料老人ホーム）

第２９条

　13 都道府県知事は， 有料老人ホームの設置者が第四項から第九項までの規定に違反したと認めるとき， 入

居者の処遇に関し不当な行為をし， 又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき， その

他入居者の保護のために必要があると認めるときは， 当該設置者に対して， その改善に必要な措置を採るべ

きことを命ずることができる。
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◆資料68　宮城県（平成30年／サ高住で発生した虐待事件に対する改善命令）

（発表資料）

サービス付き高齢者向け住宅（有料老人ホーム）に対する行政処分について（長寿社会政策課）

　サービス付き高齢者向け住宅（有料老人ホーム）に運営法人に対し、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）

に基づき， 下記のとおり、 改善命令を行いましたのでお知らせします。

１． 処分対象事業者の概要

（1） 法人名 ：〇〇〇

（2） 法人所在地 ：〇〇〇

（3） 事業所名 ：〇〇〇

（4） 事業所所在地 ：〇〇〇

（5） サービスの種類 ：サービス付き高齢者向け住宅（有料老人ホーム）

�

２． 処分の内容

　改善命令（老人福祉法第 29 条第 13 項違反）

３． 処分の原因となる事実

　入居者に対し性的虐待を行った。

４． 根拠法令

　老人福祉法第２９条第１３項

　�　都道府県知事は、 有料老人ホームの設置者が～（中略）～入居者の処遇に関し不当な行為をし、 又はその

運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、 その他入居者の保護のため必要があると認める

ときは、 当該設置者に対して、 その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

５． 今回の処分による入居者への影響

　改善命令は， 設置者に対してその改善に必要な措置を採るべきことを命じるものであり， 入居者のサービス

利用に影響を及ぼすものではない。
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◆資料69　三重県（平成30年／施設内での虐待事件に対する改善命令）

（発表資料）

有料老人ホームに対する行政処分について

　このことについて、 本日（平成○○年〇月〇日）付けで、 下記のとおり老人福祉法第２９条第１３項に基づき

有料老人ホームの行政処分を行いました。

記

１　行政処分の対象

【設置者】

　　法�人�名� 〇〇〇

　　所�在�地� 〇〇〇

　　代�表�者� 〇〇〇

　　開設年月日� 平成〇年〇月〇日

【事業所名】

　　事業所名� 〇〇〇

　　所�在�地� 〇〇〇

　　施設種類� 有料老人ホーム （定員〇〇人）

　　開設年月日� 平成○○年〇月○日

２　行政処分を行う理由

　〇〇〇が設置運営する有料老人ホーム 「〇〇〇」 内において、 高齢者虐待（入居者に対する無資格者の

医行為）が行われたため。

３　行政処分の内容

　虐待再発防止計画の策定及び同計画の履行からなる改善命令

４　今後の対応

　当該施設において、 適正な虐待再発防止計画が策定され同計画が着実に実施されるよう、 〇〇市と連携し、

指導及び改善状況の把握を継続していきます。

（参考資料） 行政処分に係る老人福祉法関係条文抜粋

（有料老人ホーム）

第２９条　

　１３　都道府県知事は、 有料老人ホームの設置者が第四項から第九項までの規定に違反したと認めるとき、

入居者の処遇に関し不当な行為をし、 又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、 そ

の他入居者の保護のため必要があると認めるときは、 当該設置者に対して、 その改善に必要な措置を採るべ

きことを命ずることができる。

4　行政処分・罰則について224



◆資料70　札幌市

札介保 （指） 第○○号

平成○○年 （○○年） ○月○日

○○○殿

札幌市長

改善勧告について

　下記の事業所に対し、 平成○○年〇月〇日に実施した監査の結果、 改善を要する事項があると認められま

したので、 介護保険法（平成９年法律第 123 号。 以下 「法」 という。）第 103 条第１項の規定に基づき、 下記

の通り勧告します。

　つきましては、速やかに改善計画を策定し、その改善状況については、平成○○年○月○日までに別紙 「勧

告事項改善報告書」 によりご報告願います。

　なお、 この勧告に係る期限までに勧告に従わなかったときは、 法第 76 条の 2 第 3 項、 法第 115 条の 8 第２

項の規定に基づき、 その旨を公表すること、 また、 正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、

法第 76 条の２第３項、 第 115 条の８第３項の規定に基づき、 期限を定めてこの勧告に係る措置をとるべきこと

を命ずることがあります。 また、 その命令をした場合は、 その旨を公示することになります。

記

１． 対象事業所

　（事業種別） ○○○

　（事業所名） ○○○

２． 勧告事項

　施設職員への聞取り調査及び関係資料の確認から、 介護職員が、 入居者へ 「介護の放棄 ・ 放任」 「心理

的虐待」 「性的虐待」 を行っていた事実が確認された、 こうした行為は高齢者の尊厳及び人権を著しく損なう

行為であり、 介護保険法及び関係法令に違反するものであることから、 下記のとおり改善を勧告する。

（１）��指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、 利用者の意思及び人権を尊重して、 常

に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めること（平成 25 年札幌市条例第８号第４条第１項）。

（２）�上記（１）を実現するため、 改善計画書を作成し、 提出、 確実に実行すること。

３　改善期限

　平成○○年○月○日
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◆資料71　鳥取県（平成29年／再度の業務改善を求める通知）

第〇〇〇号

平成○○年○○月○○日

〇〇〇管理者様

鳥取県福祉保健部

ささえあい福祉局長寿社会課長

老人福祉法第２９条９項に基づく改善状況等の報告について（通知）

　老人福祉法第 29 条 9 項に基づき平成○○年○○月〇日に実施しました調査により、 下記の通り改善を求め

る事項が認められましたので、 改善を図るとともに事業の適正運営に努めて下さい。 なお、 改善状況等につい

て別紙様式にて期限前に報告してください。

１． 改善を求める事項

（１）��平成〇〇年○月○日に貴法人より県に報告があった改善計画以後も入居者への不適切な対応が確認さ

れ、 高齢者虐待への取組について不十分であることから、 さらなる取組が必要である。

（２）��有料老人ホームの管理者は施設全般を統括する責任者の地位にあるが、 短時間勤務であるなど、 その

責務を果たすことが困難な状況が見られたため、 管理者の職務の見直し又は適切な者の配置等について

検討すること。 なお、 管理者の変更を行う場合は有料老人ホーム事業変更届出書の提出など必要な手続

きを行うこと。

２． 報告を求める事項

　別紙様式に記載のとおり

３． 報告方法

（１）�別紙様式により報告期限までに当職へ報告すること。

（２）�改善状況等が確認できる関係資料を添付すること。

４． 報告期限

　平成○○年○月○Ｂ （〇）
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◆資料72　那覇市（指導事項の参考例）

〇�事業者は、 職員の業務負担の把握をすること。 また、 利用者の特性、 職員の技術レベルを考慮し、 夜勤

帯における職員負担を軽減する取り組み （配置職員の増員や勤務時間の調整等） を検討すること。

〇�職員全員に 「高齢者虐待の防止、 高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」 に関する研修を受講さ

せること。

〇�職員に、 認知症高齢者のＢＰＳＤ （認知症に伴う行動障害と精神症状） に対するケアに関する研修を受講さ

せること。

〇�ユマニチュード （認知症ケアの一環） の技法を取り入れるなど、 認知症高齢者に対する介助方法について

検討 ・実施すること。

〇�支援困難ケースについては、 担当介護支援専門員、 かかりつけ医等、 関係機関と連携し対応方法等につ

いて検討すること。

〇�「身体拘束に関する確認書」 の内容に不備がみられたため、 調査日時点で身体拘束を行っていた入居者に

ついて、 身体拘束の必要性の有無について検討会議を開催し、 身体拘束が必要と判断された場合に、 本

人および家族に対し身体拘束に関する説明を行い、 「身体拘束に関する確認書」 に本人および家族からの

同意をとること。 なお、 医療依存度の高い入居者については、 検討会議の開催に当たって、 当該入居者の

主治医意見を反映すること。

〇�「身体拘束に関する確認書」の「特記すべき心身の状況」欄において、「説明に対しての理解度が乏しいため、

表情を注意深く観察する必要あり」 との記載があるものの、 利用者の状況を記載した介護記録等がなかっ

たため、 記録簿等、 身体拘束時の本人状況が確認できる記録を作成すること。

〇�「身体拘束に関する確認書」 にて、 拘束解除の目安が記載されているものの、 身体拘束に関する再検討を

行った旨を証明する記録を提出することができなかった。 今後は、 ３か月を目途に再検討会議を開催し、 記

録を作成すること。 また、 医療度の高い入居者が多数入居しているため、 再検討会議の開催にあたっては、

当該入居者の主治医意見を反映すること。

〇誤薬防止対策を検討し、 実施すること。

〇事故防止マニュアルを提出すること。

〇金銭管理規程を明確にすること。
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◆資料73　川崎市（虐待事案発生時の指摘事項例）

〇�職員の業務負担感の軽減 ・ 平準化を図るため、 業務内容の検証及び職員配置の改善を行うこと。 業務内

容御懸賞に当たっては、 業務の棚卸、 作業手順や重複している作業の見直しを行い、 作業工程の改善 ・

改革を行うこと。 また、 職員配置の改善にあたっては、 各職員の介護に関するスキル、 業務知識を検証し、

適正に行うこと。

〇�受講した研修の振り返り等を行うことにより、 研修等をより良い介護に結び付ける体制を整備する等職員の

資質向上のための仕組み作りを行うこと。

〇�職員同士の相互理解を深め、 利用者の問題行動等により一部職員の負担が一時的に増加するような状況

下では、 チームとして取り組む意識を持って助け合うことができる職場環境の醸成を行うこと。

〇�当該利用者の問題行動（他の利用者の食事に手を伸ばす）について、 当該利用者の食事を最初に配膳する

といった対応策が講じられていたが徹底されなかったことがこの事案の一因となっている。 当該利用者に限

らず利用者の問題行動に関し講じられた対応策については職員間で情報共有を行い統一性ある介護を行う

こと。 また、 講じられた対応策についてその有効性の検証を行い、 必要に応じて検証を行うこと。

〇�当該職員の入職時より職員数が減少傾向にあり、 派遣による補充を行うことにより契約期間の関係から職員

が定着しづらい状況であることが確認された。 職員が減少傾向にある事実について原因を分析し対策を講ず

ること。

〇�指導事項（下記 「その他の事項」 も含む。）に基づく改善状況について定期的（指導事項改善報告書の提出

から１月後、 ３月後、 ６月後、 １２月後）に本市へ報告すること。
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◆資料74　設置届から事業停止命令までの一般的な流れ

◆資料75　改善命令・事業停止命令の考え方（例）

行政処分の実施については、自治体によって、非公表で判断基準を持っているところがある。処分ま
での手続きの流れは一般的に次のようになる。
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◆資料76　行政処分等の実施及び程度の決定に当たっての基本的考え方

介護保険法上の行政処分における判断基準については、平成29年度の厚生労働省補助金事業で（株）
日本総研が調査研究結果として整理している。ここでは判断基準のみを示すが、詳細は同社HPを参照
されたい。

https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/10397/

Ⅰ�　具体的にどのような行政処分を実施するかの判断に当たっては、 まず、 当該行為の重大性 ・ 悪質性につ

いて、 特に以下の点に着眼し、 検証を行う。

　①公益侵害の程度

　　〇�利用者に対し著しく不適切な介護サービスを提供し、 あるいは多額の不正請求を行うなど、 当該違法 ・

不当行為が公益性を著しく侵害しているか。

　　〇被害を受けた利用者数、 個々の利用者が受けた被害はどの程度深刻か。

　②故意性の有無

　　〇当該違法 ・不当行為が故意によるものか、 過失によるものか。

　③反復継続性の有無

　　〇当該違法 ・不当行為は反復継続して行われたのか、 あるいは１回限りのものであったのか。

　　〇当該違法 ・不当行為が行われた期間がどの程度であったのか。

　④組織性 ・悪質性の有無

　　〇�当該違法 ・ 不当行為が現場の担当者個人の判断で行われたものか、 あるいは経営陣や管理者も関わっ

ていたのか。

　　〇�問題を認識した後に隠蔽を図るなど悪質な行為が認められたか、 悪質な行為が認められた場合には、

当該行為が組織的なものであったか。

Ⅱ�　Ⅰの検証結果をもとに、 地域におけるサービス提供 ・ 基盤整備の状況、 事業者の運営管理態勢 （※） な

ど、 配慮すべき他の要素を総合的に考慮した上で、 具体的な処分内容を決定する。

　（※）事業者の運営管理態勢の適切性

　　　��〇個々の役職員の法令遵守等に関する知識や取組は十分か。

　　　��〇事業者の運営管理態勢は十分か、 また適切に機能しているか。 職員教育は十分に行われているか。

(資料) 全国介護保険指導監督担当者会議 （平成２０年５月２１日）
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◆資料78　前払金保全措置（告示）
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◆資料○　◆資料79　消費者契約法
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◆資料80　全国有料老人ホーム協会「サービス第三者評価事業」

5　参考資料 269



5　参考資料270



◆資料81　高齢者の居住の安定確保に関する法律（直近改正：平成29年4月26日�法律第25号）
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◆資料82　「有料老人ホームの運営に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」
（平成28年9月�総務省）
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